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 東京においてマンションは、都民の主要な居住形態として広く普及しており、都民

に不可欠な生活の基盤であると同時に、都市や地域社会を構成する重要な要素となっ

ている。その一方で、現在、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」が

進行し、今後、管理組合の機能低下などによって管理不全に陥る可能性が指摘されて

おり、一たびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそ

れがある。 

 こうした事態を引き起こすことなく、安心して暮らし続けられる住環境が形成され、

「『未来の東京』戦略ビジョン1」（令和元(2019)年 12 月公表）で示された「誰もが集

い、支え合う居場所・コミュニティが至る所に存在する東京」という 2040 年代に目

指す東京の姿を実現するため、長期的な視点に立って、マンションの適正な管理や円

滑な再生の促進を図る施策を推進し、都民の豊かな住生活を支える安全で良質なマン

ションストックを形成していくことが必要である。 

 今後、人口減少や高齢化が進行する中において、高経年マンションの急増が見込ま

れている中、良質なマンションストックを形成するためには、こうした老朽マンショ

ンにおいて、その建物の状況等に応じて、管理組合による十分な検討と、それを踏ま

えた意思決定により、修繕・改修による建物の長寿命化や建替え・敷地売却による再

生の道が適切に選択されていくことが重要である。 

 都は、平成 31(2019)年３月に、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進

することなどにより、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向

上及び市街地環境の向上に寄与することを目的とする、東京におけるマンションの適

正な管理の促進に関する条例（平成 31 年東京都条例第 30 号。以下「マンション管理

条例」という。）を制定した。 

 このマンション管理条例の目的の実現と、老朽マンション等の円滑な再生の促進に

向けて、施策を具体化し、その中長期的な目標を設定するとともに、国や区市町村、

関係団体などの多様な主体や、まちづくり、防災、福祉など関連する政策分野との連

携を図ることにより、施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和２(2020)年３月

に本計画を策定した。 
  

                                                   
1  「未来の東京」戦略：目指す 2040 年代の東京の姿である「ビジョン」を提示し、ビジョン実現への 2030 年に向

けた「戦略」と戦略実行のための「推進プロジェクト」、具体的な施策である「３か年のアクションプラン」を

定め、都の行政分野の全般にわたって政策の方向性を示した、都政の新たな羅針盤となるもの 
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 本計画策定以降、新型コロナウイルス感染症をはじめとした社会経済情勢の変化、

深刻さを増す気候変動の影響や国におけるマンション管理適正化法の改正等、これま

でのマンション施策に大きな影響を及ぼす要因が生じた。 

また、マンション管理条例に基づく管理状況届出制度1が開始されたことにより、

個々のマンションの管理状況が明らかになってきた。都民の働き方や住宅に対する価

値観等の大きな変化に対応し、新たな日常に対応した住まい方の実現に向け、明らか

となったマンションを巡る新たな課題について、時機を逸することなく柔軟かつ的確

に対応するため、上位計画の策定及び５つの視点から本計画の一部を改定する。 

 

「「『『未未来来のの東東京京』』戦戦略略」」やや新新たたなな「「住住宅宅ママススタターーププラランン」」のの策策定定  

成長と成熟が両立した未来の東京に向けて、高齢者、障害者、ひとり親世帯等の居

住の安定の確保に加え、住宅における災害対策、空き家対策、マンション施策、住宅

団地の再生等の各分野において、社会の成熟化に対応した施策を強化するとともに、

ＤＸ2の導入等による新たな日常の実現、住宅市街地のゼロエミッション化など、成長

に向けた新たな施策の展開を図っていく。このため、「『未来の東京』戦略」で示され

た目指すべき様々なビジョンを踏まえ、令和４(2022)年３月に「東京都住宅マスター

プラン3」が策定された。新たな住宅マスタープランで示した 2040 年代のあるべき姿

の実現に向け、2030 年度に向けた施策展開の方向性、具体的な施策、政策指標等を提

示し、マンション施策を戦略的に展開していく。 

 
住住宅宅市市街街地地ののゼゼロロエエミミッッシショョンン化化のの推推進進  

都は、2050 年までの「ゼロエミッション東京4」の実現のため、都内の温室効果ガス

排出量について 2030 年までに 50％削減（2000 年比）することを目指した全庁的な取

組を推進しており、住宅市街地におけるマンション、とりわけ既存マンションの環境

性能の向上を図る取組を進めていく。 

 

 

 

 

 

                                                   
1 管理状況届出制度：マンション管理条例に基づき、要届出マンション（昭和 58(1983)年の区分所有法改正以前

に新築されたマンションのうち、６戸以上のもの）の管理組合に対する管理状況の届出の義務付けなどにより、

行政が把握した個々のマンションの管理状況に応じ、必要な助言や支援等を行う制度 
2 DX: Digital Transformation の略。デジタル技術を浸透させることで人々の生活のあらゆる面でより良い方向

に変化させるという概念 
3 東京都住宅マスタープラン：東京都住宅基本条例（平成 18 年東京都条例第 165 号）に基づいて策定され、住宅施

策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画。住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号）に基づく住生

活基本計画の都道府県計画としての性格も併せ持つ。 
4 ゼロエミッション東京：都が 2019 年５月に行った、世界の平均気温上昇をよりリスクの低い 1.5℃に抑えることを

追求し、2050 年までにＣＯ２排出実質ゼロに貢献するという宣言。2019 年 12 月には「ゼロエミッション東京戦

略」を策定し、ゼロエミッション東京の実現に向けたビジョンと具体的な取組を示している。 
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第２章 東京が目指すマンション居住の将来像 

 

 

  

本本格格的的なな少少子子高高齢齢・・人人口口減減少少社社会会のの到到来来  

■ 東京の人口は、1,400 万人を超え、今後もしばらくは増加を続けるものの、2025

年頃をピークに減少に転じ、2040 年代には 1,300 万人程度を維持しているが、

2060 年には約 1,198 万人にまで減少すると予測されている。  

■ 2020 年には約 23％であった高齢化率（人口に占める老年人口の割合）は、2050

年代には 30％を超えるなど、高齢化が一層進行すると見込まれている。 

■ 世帯数は、2035 年頃をピークに減少すると見込まれている。 

■ 高齢化の進行に伴い、世帯主が 65 歳以上の高齢世帯の増加が見込まれる。65

歳以上の一人暮らし世帯は、2020 年の 89 万世帯から 2040 年代には 110 万世帯を

超え、2050 年には 120 万世帯に増加する。また、2060 年には高齢世帯の 46％が

一人暮らし、そのうち 75 歳以上が６割を超えると予測されている。 

 

 

 

（資料）令和 22（2040）年までは国勢調査/総務省を基に作成 

    令和 27（2045）年以降は「東京都世帯数の予測」（平成 31年３月発行）/東京都を基に作成 

（備考）1 令和 27（2045）年以降は東京都による予測値 

    2 単位未満の四捨五入等により、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。  
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第第２２章章  

東東京京がが目目指指すすママンンシショョンン居居住住のの将将来来像像  

    
１１  ママンンシショョンンをを取取りり巻巻くく状状況況※※

  

【年齢階級別人口と高齢化率の推移】 

第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

7

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
7

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

8

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
8

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

9

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
9

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

10

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
10

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

11

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
11

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

12

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
12

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

13

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
13

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

14

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
14

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



第
2
章

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像

15

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
15

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



 

16 

 

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像 

 

第
２
章 

【マンションの総世帯数・総戸数の推移】 

 

（資料）住民基本台帳による東京都の世帯と人口/東京都、住宅・土地統計調査/総務省、建築統計年報/東京都、住宅着工統計/ 

東京都を基に作成 

（備考）昭和45（1970）年以前のストック集計は「平成10（1998）年住宅・土地統計調査」による。以降は、「住宅着工統計」

による着工戸数を加算 

 

 

【マンション棟数の地域別構成割合】 

 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）マンション実態調査結果（平成 25（2013）年３月公表）/東京都を基に作成 

7.7% 27.6% 51.8% 12.9%全体

（約53千棟)（約 4千棟） （約 15千棟） （約 27千棟） （約 7千棟） 

都都心心 33 区区  都都心心 1100 区区((都都心心 33 区区をを除除くく))  周周辺辺 1133 区区  多多摩摩地地域域  

区区部部  

都心 3区 ：千代田区、中央区、港区 

都心 10 区：千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、 

渋谷区、豊島区 
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（1988）
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（1993）
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（1998）

平成15

（2003）

平成20

（2008）

平成25

（2013）

平成30

（2018）

令和2

(2020)

（万世帯・万戸）

（年）

総世帯数（各年末）

マンション総戸数（各年末）

734.1万世帯

191.1万戸
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超超高高層層ママンンシショョンンのの増増加加  

■ 東京では、バブル経済崩壊後の地価の下落と企業所有地の放出などにより、ま

とまった規模の用地の供給が進んだことや、都心居住の推進を目的として住宅に

対する建築規制の緩和が図られたことなどにより、1990 年代後半から区部中心部

や臨海部を中心に、超高層マンションの供給が活発化した。その結果、超高層マ

ンションは、職住近接の利便性の高い住生活を支える重要な基盤として、区部中

心部の人口増加をけん引してきた。 

■ 東京には、令和２(2020)年 12 月末時点で、分譲・賃貸合わせて約 640 棟の超

高層マンション（高さ 60m 超、階数がおおむね 20 階以上のマンション）が存在

している。 

■ 超高層マンションでは、一般的に維持管理のコストが高く、技術的な専門性も

要求されるため管理組合の負担が大きく、また、多数の区分所有者間の価値観や

購入目的、経済状況の相違等から、管理組合の円滑な合意形成が難しいといった

課題も指摘されている。 

 

 

（資料）建築統計年報2020年版/東京都を基に作成 

（備考） 1 昭和39（1964）年から令和２（2020）年度末までに建築確認済みの棟数を算出（予定込み） 

     2 住宅の用途を含む高さ60m超の建築物（賃貸マンションを含む。） 

635
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平成17

(2005)

平成22

(2010)

平成27

(2015)

令和2

(2020)

【

各
年
】

（年）

湾岸６区以外【各年】

湾岸６区（中央、港、品川、大田、江東、江戸川）【各年】

【累計】

【超高層マンション（賃貸を含む）のしゅん工棟数の推移】 
【 

累
計 

】 

（棟） （棟） 
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（資料）住宅・土地統計調査/総務省、住宅着工統計/東京都を基に作成 
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令和25

(2043)

（万戸）

50年以上 40年以上50年未満

予測

24.6 万戸 

42.8 万戸 

55.1 万戸 

117.7 万戸 

65.0 万戸 

86.9 万戸 

【着工から 40 年以上のマンション戸数の推移】 

（年） 
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管管理理状状況況届届出出制制度度にによよっってて把把握握ししたたママンンシショョンンのの状状況況 

■ 都は、マンション管理条例に基づき、管理組合がマンションの管理状況を届け

出る「管理状況届出制度」を令和２(2020)年４月１日から開始した。 

■ 令和３(2021)年 12 月末時点では、要届出マンション1の約 80％から届出がなさ

れており、このうち約 16％において管理不全の兆候2がみられた。さらに、その

約 44％で、複数の管理不全の兆候が見られた。 

■ 管理不全の兆候の原因で最も多いものは「大規模な修繕工事の実施がない」

であり、管理不全の兆候のあるマンションの約 64％が「実施がない」となって

いる。 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年 12 月末）/東京都を基に作成 

                                                   
1 要届出マンション：マンション管理適正化法第 56 条第１項に規定する人の居住の用に供する独立部分を６以上

有し、かつ、昭和 58(1983)年 12 月 31 日以前に新築されたマンションのこと。都内に約 12,000 棟存在する。 
2 管理不全の兆候：管理不全を予防するための必須事項である次の７つの項目（管理組合の有無、管理者等の有

無、管理規約の有無、年１回以上の総会開催の有無、管理費の有無、修繕積立金の有無、修繕の計画的な実施（大

規模な修繕工事）の有無）のいずれかが「ない」又は「いない」となっている状況 

835

230

149
91 102

57 33

0

150

300

450

600

750

900

1項目 2項目 3項目 4項目 5項目 6項目 7項目

管理不全の兆候に係る項目数

n=1,497

回答が必須の７項目の内、

複数項目で管理不全の兆候が見られたマンションの棟数 約44％

（棟） 

【管理不全の兆候に係る項目数別の棟数（令和３(2021)年 12 月末時点）】 

届出済

9,436棟

80.1%

未届

2,350棟

19.9%

管理不全の兆候無し

7,939件

84.1%

管理不全の兆候有り

1,497棟

15.9%

【届出マンション数と管理不全の兆候の有無（令和３(2021)年 12 月末時点）】 
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管管理理状状況況届届出出制制度度にによよっってて把把握握ししたたママンンシショョンンのの状状況況 

■ 都は、マンション管理条例に基づき、管理組合がマンションの管理状況を届け

出る「管理状況届出制度」を令和２(2020)年４月１日から開始した。 

■ 令和３(2021)年 12 月末時点では、要届出マンション1の約 80％から届出がなさ

れており、このうち約 16％において管理不全の兆候2がみられた。さらに、その

約 44％で、複数の管理不全の兆候が見られた。 

■ 管理不全の兆候の原因で最も多いものは「大規模な修繕工事の実施がない」

であり、管理不全の兆候のあるマンションの約 64％が「実施がない」となって

いる。 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年 12 月末）/東京都を基に作成 

                                                   
1 要届出マンション：マンション管理適正化法第 56 条第１項に規定する人の居住の用に供する独立部分を６以上

有し、かつ、昭和 58(1983)年 12 月 31 日以前に新築されたマンションのこと。都内に約 12,000 棟存在する。 
2 管理不全の兆候：管理不全を予防するための必須事項である次の７つの項目（管理組合の有無、管理者等の有

無、管理規約の有無、年１回以上の総会開催の有無、管理費の有無、修繕積立金の有無、修繕の計画的な実施（大

規模な修繕工事）の有無）のいずれかが「ない」又は「いない」となっている状況 
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回答が必須の７項目の内、

複数項目で管理不全の兆候が見られたマンションの棟数 約44％

（棟） 

【管理不全の兆候に係る項目数別の棟数（令和３(2021)年 12 月末時点）】 

届出済

9,436棟

80.1%

未届

2,350棟

19.9%

管理不全の兆候無し

7,939件

84.1%

管理不全の兆候有り

1,497棟

15.9%

【届出マンション数と管理不全の兆候の有無（令和３(2021)年 12 月末時点）】 
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■ 都においては、賃貸化率が 20％超のマンションが約４割となっており、全国平

均の 17.1％（国のマンション総合調査（平成 30 年度）による）に比べ、賃貸化

がより進んでいる。 

■ 空き住戸があるマンションは全体の約３割となっている。

また、空き住戸の割合が不明との回答も１割程度存在している。

 

（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年 12 月末）/東京都を基に作成 

6.6 8.4 9.6 
14.1 
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0% ～5％ ～10％ ～20％ 20％超 不明 回答しない

総戸数に対する賃貸化住戸の割合

n=9436

【管理不全の兆候が一つであるマンションの管理不全項目の割合（令和３(2021)年 12 月末時点）】 

【賃貸化住戸の割合別 届出マンションに対する占有率（令和３(2021)年 12 月末時点）】 

【空き住戸の割合別 届出マンションに対する占有率（令和３(2021)年 12 月末時点）】 

計画修繕
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ママンンシショョンンのの耐耐震震化化のの状状況況  

■ 「東京都耐震改修促進計画（一部改定）」（令和３(2021)年３月）によると、新

耐震基準で建築されたものも含めると、全体で 94.4％のマンションが耐震性を満

たしていると見込まれている。 

■ マンションストックの約 17％に相当する約 22 万戸が、昭和 55(1980)年以前の

住宅（旧耐震基準1で建築されたもの）である。 

■ 管理状況届出制度によって把握した情報によると、新築年月日が昭和 56(1981)

年５月 31 日以前で、耐震診断が未実施であると回答したマンションは、約 56％

である。また、耐震診断を実施したマンションのうち、耐震性が無いと判定され

たマンションは、約 52％となっており、このうち、耐震改修を実施しているもの

は、約 26％である。 

■ 耐震診断や耐震改修を検討しない理由としては、費用面での負担のほか、高齢

化や賃貸化により、区分所有者の耐震化への関心が低くなっていることを挙げて

いるマンションが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年 12 月末）/東京都を基に作成 

                                                   
1 旧耐震基準：昭和 56（1981）年６月１日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用いられていた耐震基準 

回答無

816棟

11.9％ 実施済 

2,203 棟  

32.0％ 
未実施 

3,855 棟  

56.1％ 

回答無 
250 棟 
11.3％ 

耐震性有 

815 棟 

37.0％ 
耐震性無 

1,138 棟 

51.7％ 

【耐震診断の実施状況（令和３(2021)年 12 月末時点）】 

耐震性の有無の内訳（令和３（2021）年 12 月末時点） 

実施済

298棟

26.2％

未実施

797棟

70.0％

回答無

43棟

3.8％

【耐震改修の実施状況（令和３(2021)年 12 月末時点）】 
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ママンンシショョンンのの建建替替ええのの状状況況  

■ 令和元(2019)年３月末までに都内で建替えが実現したマンションの累計は約

180 件で、そのほとんどは、駅に近い、敷地が広い、容積率に余裕があるなど、

条件に恵まれたものである。 

■ しかし、建替えを検討すべき時期を迎えている高経年マンションの中には、敷

地が狭いものや容積率に余裕がないもの、郊外の団地型マンションなど、建替え

を実施するには条件の厳しいものが多い。 

■ 国の調査によると近年の建替え事例では、従前従後の利用容積率比率1が低下

傾向にあり、建替えにおける区分所有者の平均負担額は年々増加している。 

■ 都のマンション実態調査によれば、旧耐震基準のマンションのうち、建替えに

ついての検討を行ったことがある、又は検討予定のものは約 15％となっており、

建替え検討時の課題としては、高齢化や費用負担に加え、容積率等の法的な制限

などを挙げているマンションが多い。 

 
 

 
（資料）平成 28 年度マンションの再生手法及び合意形成に係る調査/国土交通省 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）平成 28 年度マンションの再生手法及び合意形成に係る調査/国土交通省を基に作成 

 

 

 

 

（資料）平成 28 年度マンションの再生手法及び合意形成に係る調査/国土交通省を基に作成 

 

  

                                                   
1 従前従後の利用容積率比率：建替え前の利用容積率に対する建替え後の利用容積率 

【建替え事業における従前従後の利用容積率比率（しゅん工年代別）】 
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（年） 

（万円） 

【建替え事業における区分所有者の平均負担額（建替え後のマンションしゅん工年代別（全国））】 
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（資料）国土交通省資料を基に作成 

 

 

 

 
（資料）平成 25(2013)年度の東京都の調査による。 

（備考）容積使用率：使用可能な容積率に対して、マンションが使用している容積率の割合 

マンション実態調査結果、地形図、登記簿謄本等を基に都が推計 

調査対象は、旧々耐震基準のマンション(団地型マンションを除く。)約 2,200 棟 
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【建替え事業における従前従後の利用容積率比率（建替え後のマンションのしゅん工年代別（全国））】 

【高経年マンションの容積率及び敷地面積の状況】 
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（資料）令和元（2019）年度家庭部門のＣＯ2排出実態統計調査/環境省を基に作成  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）提供データ/株式会社東京カンテイを基に作成 

（備考）カタログ記載の情報に基づく。太陽光発電設備の規模の大小は問わず 
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■ 管理組合とマンション管理業者との間で良好な関係が築かれ、管理組合がマン

ションの状況に応じて、マンション管理士1等の専門家や自治体の支援も受けな

がら、長期修繕計画に基づく適正な維持管理、将来の円滑な再生の実施に向けた

準備に自主的に取り組んでいる。 

■ 管理組合による情報発信や管理組合同士の交流が活発化し、切磋琢磨しながら

管理の質を高め合っている。 

■ 都内全域でマンション管理適正化推進計画に基づく管理計画認定制度が定着

し、マンションの管理組合による自主的かつ適切な維持管理が行われることによ

り、マンション全体の管理水準が向上している。 

■ マンションの大規模化や複合用途化などに加え、区分所有者の高齢化や外部居

住、外国人による所有や居住が進み、マンション管理が高度化・複雑化している

中で、外部の専門家を活用した第三者管理者方式などが普及するとともに、ＩＣ

Ｔ2等の導入による合理的な管理が行われている。 

■ マンションの管理状況などの実態把握や管理不全の兆候のあるマンションに

対する調査や助言、アドバイザー派遣などによる支援が行われ、マンションが適

切に管理運営されている。 

■ 市場におけるマンション供給は、既存マンションを中心に、マンションの品質

性能や管理に関する情報の開示が進み、管理が良好なマンションが適正に評価さ

れる市場環境が整備されている。 

■ 都民のニーズに応じた多様で良質なマンションが供給され、また、長期優良住

宅3の認定を受けたマンションが普及するなど、住宅を「つくっては壊す」社会か

ら「長く大切に使う」社会に転換している。 

■ 長寿命化（機能向上）改修や建替え、敷地売却等、様々な再生手法の中から管

理組合がマンションの状況に応じた最適な手法を選択し、再生を実施している。 

■ マンション居住者の環境意識の醸成が進むとともに、省エネ性能が高く、再エ

ネを活用した住宅が広く普及している。環境性能の低いマンションから、建替え

や省エネ改修等により環境性能の高いマンションストックへの更新が進んでい

る。 

  

                                                   
1 マンション管理士：マンション管理適正化法に基づく国家資格。管理組合の運営、管理規約の改正、大規模修繕工

事などのマンションの管理に関し、専門的知識を持って、管理組合の管理者などや区分所有者等の相談に応じ、

助言、指導その他の援助を行うこと等を業務としている。 
2 ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略。情報処理および情報通信に関連する諸分野における

技術・産業・設備・サービスなどの総称 
3 長期優良住宅：長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号。以下「長期優良住宅法」と

いう。）に基づき、所管行政庁により認定される住宅で、劣化対策、耐震性、可変性などの性能を有し、長期に

わたり良好な状態で使用できる住宅  
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上記の基本的考え方やマンションの管理・再生を取り巻く状況などを踏まえ、以下

の視点に留意して、マンションの適正な管理の促進及び老朽マンションなどの再生の

促進に係る施策を推進する。 

施策の推進に当たっては、管理状況届出制度の実施によって明らかになってきた

個々の高経年マンションの状況に応じ、アウトリーチ型の支援に取り組んでいく。 

また、住宅市街地のゼロエミッション化を推進する観点から、環境配慮の意義やそ

れぞれの立場で果たすべき役割についてマンションに関わる全ての人の理解を深め

ていく。 

 

管管理理組組合合のの活活性性化化  

■ 区分所有者の高齢化や賃貸住戸・空き住戸の増加などが見込まれる中にあって

も、管理組合が機能低下を起こすことなく、区分所有者間の合意形成を図りなが

ら、自主的に適正な管理や再生、社会的機能の向上に取り組めるよう誘導してい

く必要がある。 

■ マンションの適正な管理や再生に取り組むには、法律、技術などの専門的な知

識が不可欠であることから、専門家や関係団体等と連携して、管理組合等への普

及啓発や支援を行う。 

また、管理状況届出制度などにより、管理組合の活動状況の把握に努め、活動

が停滞している管理組合に対して必要な助言や支援を行うなど、管理組合の活性

化を図っていくとともに、届出によって把握した情報を集計・分析することによ

り、管理組合等に対する支援の充実につなげていく。 
 

市市場場機機能能のの活活用用  

■ マンションは、市場において取引され、資産価値が評価されるものであるが、

管理が良好なマンションや適切な改修等が施されたマンションが高く評価され、

資産価値の維持向上につながるよう、努力する管理組合が報われる市場環境の形

成を図ることが必要である。 

■ 管理計画認定制度の普及促進、東京都優良マンション登録表示制度1の見直し、

マンションの管理状況や耐震性に関する情報開示の促進など、市場環境の整備を

進め、適正な管理や再生に向けた管理組合の自主的な取組を促していく。 
  

                                                   
1 東京都優良マンション登録表示制度：建物(共用部分)の性能と管理の両面において、一定の水準を確保するマン

ションを「優良マンション」として、認定・登録し、公表する制度。都民に情報を提供することにより、良質な

住宅形成を図るとともに、都民が安心して住宅を購入できる市場を整備することを目的としている。都が制度の

基本方針及び実施基準を定め、認定機関及び登録機関を指定している。 

２２  施施策策全全体体にに共共通通すするる視視点点  
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適正な管理や円滑な再生を総合的・重層的に推進するため、都や区市町村のみな

らず、以下に示す関係者の主体的な役割を期待する。 
 

管管理理組組合合、、区区分分所所有有者者等等のの役役割割  

■ 管理組合は、マンションの管理の主体として、マンションを適正に管理すると

ともに、マンションの居住者と周辺の住民との防災、防犯等における連携による

地域社会の形成、マンションの環境性能の向上等の社会的な貢献といった社会的

機能の向上に向けて取り組むよう努める。 

 また、区分所有者等の意見を十分に反映するとともに、長期的な見通しを持っ

て適正な運営を行うよう努める。 

■ 区分所有者等は、その権限及び責任に基づき、管理組合の運営に参加するよう

努める。 
 

ママンンシショョンン管管理理士士のの役役割割  

■ マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、専門的

知識をもって、管理組合、管理者、区分所有者等その他マンションの管理に関わ

る者の相談に応じ、助言その他の援助を適切に行うとともに、都や関係団体の実

施する講習会への参加などを通じ、マンションの環境性能の向上に向けた最新の

取組や助成制度などを把握するよう努める。 

また、都や区市町村が行うマンションの適正な管理を促進する施策などの実施

において、都や区市町村と連携を図るとともに、管理組合による自主的かつ適正

な維持管理の推進に寄与するよう努める。 

■ さらに、管理計画認定制度の円滑な運用のため、公益財団法人マンション管理

センター（以下「マンション管理センター」という。）が実施する管理計画認定手

続支援サービスにおける事前確認1を適正かつ確実に行う。 
 
ママンンシショョンン管管理理業業者者のの役役割割  

■ マンション管理業者は、管理組合の運営その他マンションの管理について受託

業務を適切に行う。また、受託業務を行うに際して、管理組合に対し、専門的見

地から提案又は助言を行うとともに、都や関係団体等と連携し、マンションの環

境性能の向上に向けた取組など、最新の助成制度や施策等の動向の把握に努める。 
  

                                                   
1 管理計画認定手続支援サービスにおける事前確認：管理組合が都道府県等に管理計画の認定を申請する前に、公

益財団法人マンション管理センターによる事前確認に係る講習を受けたマンション管理士が認定基準への適合

状況を事前に確認する仕組み。認定基準を満たす管理計画について、マンション管理センターが適合証を発行す

る。 

関関係係者者のの果果たたすすべべきき役役割割  
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■ また、受託業務を行うマンション管理業者は、管理組合が都や区市町村の行う

マンションの適正な管理を促進する施策などに対応する必要があるときは、管理

組合に対して必要な支援を行うよう努める。 
 
ママンンシショョンン分分譲譲事事業業者者のの役役割割  

■ マンション分譲事業者は、適切な重要事項説明はもとより、管理組合の設立・

運営や環境、防災などに配慮したマンションの供給及び予備認定1制度の普及に

努める。 
 

そそのの他他ママンンシショョンンにに関関わわるる専専門門家家・・事事業業者者のの役役割割  

■ 建築士などの専門家は、管理組合の運営や建物の修繕・改修・建替え等、マン

ションの管理や再生などに関して、専門的知識を持って、管理組合や区分所有者

等の相談に応じ、助言、その他の援助を適切に行うよう努める。 

■ 仲介事業者は、マンション購入希望者へのマンションの管理状況や環境性能、

耐震化状況等も含めた的確な情報提供や適切な価格査定等を行う。あわせて、こ

うした取組を通じて、流通市場の活性化に寄与するよう努める。 

■ 業者団体は、行政と連携・協力して施策を推進するとともに、会員である事業

者への情報提供や技術的支援等に努める。 
 

関関係係機機関関のの役役割割  

■ マンション管理センターは、マンション管理適正化法に基づき国から指定を受

けている唯一の団体として、自治体及び関係機関・関係団体との連携を密にし、

管理組合等に対する積極的な情報・資料の提供を行うなど、管理適正化業務を適

正かつ確実に実施する。 

■ また、管理計画認定制度における管理計画認定手続支援サービスや認定マンシ

ョンの公表を適正かつ着実に実施する。 

■ 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター（以下「まちづくりセンタ

ー」という。）は、マンションの管理や建替え・改修に関するアドバイザーの派遣・

育成、耐震化に向けた相談・啓発業務など、都や区市町村と連携・協力して施策

を推進するよう努める。 

■ 東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）及び独立行政法人都市再生機構（以

下「都市再生機構」という。）は、長年の住宅供給・管理の実績と公的機関ならで

はの公平性・透明性を生かして、マンションの建替え等に関する相談・コーディ

ネート業務や工事中の仮住居の紹介を行うなど、マンションの再生に取り組む管

理組合等を支援するよう努める。 

                                                   
1 予備認定：マンション管理適正化法に基づく管理計画認定とは別に、分譲時点で適切な管理計画を作成した新

築マンションをマンション管理センターが認定する仕組み 
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◎都がマンション施策に関連して定める、本計画（「東京 マンション管理・再生促進

計画」）、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」、「東京におけ

るマンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション管理ガイドブック」

の関係は、以下の図のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例 

東京 マンション管理・再生促進計画 東京におけるマンションの 
管理の適正化に関する指針 

・マンション管理条例第 4 条第 1 項に基づ
き策定 

・都が、条例の目的の実現に向けた基本的 
 施策を具体化し、推進するための計画 

・マンション管理条例第 4 条第 2 項に基づ
き策定 

・管理組合が、マンションの適正な管理の 
 推進及び社会的機能の向上に資する取組 
 を実施する際の具体的な指針 

 

第 3 章 
マンション 
管理業者編 

 

第 1 章 
管理組合編 

第 2 章 
マンション 
管理士編 

 

第 4 章 
マンション 

分譲事業者編 
 

・マンション管理士
が、管理組合等か
ら相談を受けた際
に実施することが
望ましい事項 

・指針の内容の解説の
ほか、管理組合、区
分所有者等が、管理
を行うに当たり、取
り組むべき事項 

・マンション管理業 
者が、管理業務を 

 受託した際に実施 
 することが望まし 
 い事項 

・マンション分譲事 
 業者等が、分譲時 
 に実施することが 
 望ましい管理に関

する事項 

マンション管理ガイドブック 

解説 
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■ マンション管理士の団体と連携し、マンション管理適正化支援マニュアルの普

及や講習会の実施等により能力の向上を支援するとともに、マンションの適正な

管理を促進する施策の実施を通じて、マンション管理士の実務経験の蓄積やスキ

ルアップを図り、支援を必要とする管理組合等に十分に対応できる体制整備を促

進する。 

■ 東京都マンション管理アドバイザー制度

の一層の利用促進に向け、登録アドバイザ

ーの増員や適切な研修の実施、管理状況届

出制度によって把握した課題に応じた的確

な支援メニューの見直しや拡充、区市町村

との連携による派遣費用の助成の検討な

ど、制度の充実と周知に取り組む。 

 

外外部部専専門門家家をを活活用用ししたた管管理理方方式式のの導導入入にに対対すするる支支援援  

■ 管理組合役員の成り手不足や、管理に関する専門的知識の不足等により、区分

所有者である理事長が管理者となる従来の業務体制・運営方式では、適正な管理

が難しい場合もあることから、役員又は区分所有法上の管理者に外部の専門家を

活用することも選択肢の一つと考えられる。 

■ 区分所有者のみでは適切な管理が難しいマンションにおいては、個々の実情に

応じて外部専門家の活用を検討・選択できるよう、第三者管理者方式の導入に向

けた環境整備を図る必要がある。 

 そのため、第三者管理者方式の導入に適したマンションの特性に関する調査を

実施するとともに、既に管理者を務めているマンション管理士等とも連携し、適

正な監督の確保や利益相反取引の防止、管理者を担う人材の育成等、外部専門家

の活用に伴う課題について入念に検討した上で、導入を検討する管理組合への支

援に向けて環境を整備する。 

 これらの取組により、役員の成り手がいない、理事会が機能不全に陥っている

など、管理組合の運営が限界に達しているマンションでの導入支援の実施を通じ

て課題を抽出し、その検証成果を基に、第三者管理者方式の導入に当たっての考

え方や留意事項を取りまとめ、区分所有者や管理組合への適切な支援につなげる。 

 

設設計計図図書書・・修修繕繕履履歴歴等等のの保保管管のの徹徹底底  

■ 設計図書（しゅん工図を含む。）や修繕履歴の保管に当たり、マンション管理セ

ンターが運営する「マンションみらいネット」などの履歴情報登録サービスを活

用することも有効であるため、マンション管理ガイドブックにより、普及促進を

図る。 

  

 

マンション管理士の研修会の様子 
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■ 令和２(2020)年４月１日から、マンション管理条例に基づき、要届出マンショ

ンの管理組合に対し、基本情報及び管理状況の届出を義務付ける管理状況届出制

度を開始しており、令和３(2021)年 12 月末現在、要届出マンション約 12,000 棟

のうち、届出済が約 9,400 棟、届出率は約 80％となっている（第２章の１参照）。

また、届出によって把握した個々のマンションの管理状況に応じて、行政が調査、

助言・支援や指導・勧告を行うこととしている。 

■ 管理組合による届出の利便性を高めるとともに、届出内容を管理状況に応じた

助言・支援等に円滑に結びつけるため、電子での届出が可能となるよう「管理状

況届出システム1」を構築した。 

■ マンション管理条例について、マンション管理セミナーを活用するなどして普

及啓発を行うとともに、日常の管理や再生に関する相談のほか、管理状況届出制

度に関する問合せにも対応する分譲マンション総合相談窓口を令和元(2019)年９

月に開設した。令和２(2020)年４月から土日対応を一部可能としたほか、令和３

(2021)年４月からはＷｅｂ会議システムを利用した相談の受付も開始するなど、

相談体制の拡充を図っている。 

  

                                                   
1 管理状況届出システム：インターネットを活用して、管理組合又は区分所有者等による管理状況の届出や届出内

容の参照、行政による届出の受理を電子的に行うことができるシステム 

 

 

■ 建物の老朽化や居住者の高齢化等がますます進行する中、現状を放置すれば、

今後、管理不全に陥るマンションは確実に増加し、居住環境はもとより、防災

や防犯、衛生、景観、コミュニティ形成など、地域の生活環境や市街地環境に

も悪影響を及ぼすことが懸念される。 

■ 管理不全の予防、適正な管理の促進に向けて、行政がこれまでよりも踏み込

んで管理組合を支援するため、マンションに関わる者の責務、管理状況届出制

度及び管理状況に応じた助言・支援等の実施について規定したマンション管理

条例を、平成 31(2019)年に制定・公布した。 

■ 管理状況に応じて、管理組合等が適切な対策を講じることができるよう、専

門家や関係団体等とも連携して、支援策の充実強化に取り組んでいく。 

管管理理状状況況届届出出制制度度をを活活用用ししたた適適正正なな維維持持管管理理のの促促進進
 

目目  標標  ２２
 

現現状状とと施施策策のの方方向向性性  

ここれれままででのの取取組組状状況況やや課課題題等等  
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■ マンションの取引に際しては、不動産広告表示や宅地建物取引業法に基づく重

要事項説明1（以下「重要事項説明」という。）において、管理情報についても一

定程度提供がなされている。 

■ 不動産広告表示については、不動産業界の自主規制として、「不動産の表示に関

する公正競争規約2」が定められているが、マンションの売買における、管理に関

する表示事項は、「管理費及び修繕積立金」及び「管理方式」のみとなっている。 

 

                                                   
1 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明：宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）に基づき、宅地建物の取

引に際して、宅地建物取引業者が取引の相手方又は媒介を行う取引の各当事者に対し、取引物件、契約及び取引

条件等に関する重要事項（※）について、書面を交付して説明すること。 
（※）取引物件に関する私法上又は公法上の権利関係、都市施設の整備状況、取引条件など最小限説明すべき事項

が、法律上規定されている。 
2 不動産の表示に関する公正競争規約：不当景品類及び不当表示防止法（昭和 37年法律第 134 号）第 31条第１項

の規定に基づき、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて制定された不動産広告に関する不動産業界の

自主規制ルール。不動産の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘因を防止し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的としている。 

 

 

■ マンションの管理に関する情報が購入希望者に円滑に提供されることは、消

費者の保護を図り、取引が適正に行われるための重要な前提である。同時に、

管理組合や区分所有者にとっても、管理情報を開示・提供することによって、

管理状況が市場で適切に評価され、資産価値の維持向上につながれば、適正な

管理を行っていく上でのインセンティブになる。 

■ マンションの購入希望者や宅地建物取引業者等が管理情報を円滑に入手でき

るようにするとともに、管理情報の積極的な公開が適正な管理の実施に向けた

インセンティブとして機能するよう、市場の環境整備に取り組む。 

■ マンションを適切に維持管理し、機能向上を図りながら長く大切に使用して

いくことは、良質なマンションストックを形成していく上で重要であり、既存

マンションにおいて、良好な管理の維持・向上に取り組む管理組合や区分所有

者の努力が報われるよう、普及啓発や支援を行う。 

管管理理のの良良好好ななママンンシショョンンがが適適正正にに評評価価さされれるる市市場場のの形形成成
 

目目  標標  ３３
 

現現状状とと施施策策のの方方向向性性  

ここれれままででのの取取組組状状況況やや課課題題等等  
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既既存存ママンンシショョンンのの購購入入検検討討時時ににおおけけるる管管理理情情報報のの開開示示とと  
価価格格査査定定へへのの反反映映  

■ 購入検討時における情報提供に関する留意事項や業界団体が作成している共通

フォーマットについて、マンション管理ガイドブックにより、団体と連携して市

場への普及を図り、重要事項説明時における購入希望者に対するマンションの管

理情報の的確な提供を促進していく。 

■ マンションの販売広告における管理情報の表示内容の充実に向け、業界団体へ

の働きかけを行う。 

■ 公益財団法人不動産流通推進センターが作成している「価格査定マニュアル1」

について、維持管理に関する査定条件の充実等を図るよう、同センターや国に引

き続き要請する。 

■ マンションの管理情報の収集や価格査定への反映方法等について、査定を行う

宅地建物取引業者に、関係団体と連携して研修を実施するなど、周知を図る。  

■ 自治会活動や地域のイベント等に積極的に参加するマンションの事例を東京都

マンションポータルサイトで紹介するなど、地域における良好なコミュニティの

形成が市場においても評価されるよう、ソフト面での取組について情報発信して

いく。 

 

ママンンシショョンン分分譲譲事事業業者者へへのの要要請請  

■ マンション管理ガイドブックでは、「マンション分譲事業者編」を設け、新築分

譲時においても、マンション分譲事業者が購入検討者に対し、管理規約案の概要、

修繕積立金の額・積立方式を含む長期修繕計画案の概要などの管理に関する事項

について十分に周知するよう努めることを求めており、その内容に即した対応を

要請する。 

■ 新築マンションを対象とした「予備認定」や「長期優良住宅認定制度」の利用

等により、管理に十分配慮したマンションを供給するよう、マンション分譲事業

者に求めていく。 

 

消消費費者者等等へへのの普普及及啓啓発発  

■ マンションの管理情報が購入希望者に的確に提供されるためには、管理組合や

事業者側の取組と併せて、マンションを売買する消費者側の意識、知識の向上を

図ることも重要である。 

  

                                                   
1 価格査定マニュアル：宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が媒介価額について意見を述べる際に、その

根拠を示さなければならない旨義務付けられているため、根拠を明示する合理的手法として活用できるよう、公

益財団法人不動産流通推進センター（旧 公益財団法人不動産流通近代化センター）が策定したもの 
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既既存存ママンンシショョンンのの購購入入検検討討時時ににおおけけるる管管理理情情報報のの開開示示とと  
価価格格査査定定へへのの反反映映  

■ 購入検討時における情報提供に関する留意事項や業界団体が作成している共通

フォーマットについて、マンション管理ガイドブックにより、団体と連携して市

場への普及を図り、重要事項説明時における購入希望者に対するマンションの管

理情報の的確な提供を促進していく。 

■ マンションの販売広告における管理情報の表示内容の充実に向け、業界団体へ

の働きかけを行う。 

■ 公益財団法人不動産流通推進センターが作成している「価格査定マニュアル1」

について、維持管理に関する査定条件の充実等を図るよう、同センターや国に引

き続き要請する。 

■ マンションの管理情報の収集や価格査定への反映方法等について、査定を行う

宅地建物取引業者に、関係団体と連携して研修を実施するなど、周知を図る。  

■ 自治会活動や地域のイベント等に積極的に参加するマンションの事例を東京都

マンションポータルサイトで紹介するなど、地域における良好なコミュニティの

形成が市場においても評価されるよう、ソフト面での取組について情報発信して

いく。 

 

ママンンシショョンン分分譲譲事事業業者者へへのの要要請請  

■ マンション管理ガイドブックでは、「マンション分譲事業者編」を設け、新築分

譲時においても、マンション分譲事業者が購入検討者に対し、管理規約案の概要、

修繕積立金の額・積立方式を含む長期修繕計画案の概要などの管理に関する事項

について十分に周知するよう努めることを求めており、その内容に即した対応を

要請する。 

■ 新築マンションを対象とした「予備認定」や「長期優良住宅認定制度」の利用

等により、管理に十分配慮したマンションを供給するよう、マンション分譲事業

者に求めていく。 

 

消消費費者者等等へへのの普普及及啓啓発発  

■ マンションの管理情報が購入希望者に的確に提供されるためには、管理組合や

事業者側の取組と併せて、マンションを売買する消費者側の意識、知識の向上を

図ることも重要である。 

  

                                                   
1 価格査定マニュアル：宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が媒介価額について意見を述べる際に、その

根拠を示さなければならない旨義務付けられているため、根拠を明示する合理的手法として活用できるよう、公

益財団法人不動産流通推進センター（旧 公益財団法人不動産流通近代化センター）が策定したもの 
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■ 都が平成 20(2008)年度に作成し、令和元(2019)年度に改定した「安心して既存

住宅を売買するためのガイドブック（マンション編）1」等を活用し、関係団体等

とも連携して消費者向けセミナーを開催するなど、マンション購入を検討してい

る消費者などに対し、管理の重要性や管理情報の見方、管理計画認定制度、マン

ションみらいネット等について普及啓発を図る。 

■ 普及啓発に当たっては、ＳＮＳ2やマンションの購入希望者の主たる情報収集源

となっている民間の不動産情報サイトなど、より効果的な手法の活用を図る。 

■ 長期優良住宅法の改正により、既存マンションにおいても長期優良住宅の認定

が可能となったことを受け、長期優良住宅の更なる普及促進に向けて取り組む。 

■ 省エネ化や再エネ活用など、環境に配慮した取組が進んだマンションが、市場

において高い評価を受けられるよう、国や関係団体等と連携し、市場環境の整備

や普及啓発を図る。 

  

                                                   
1 安心して既存住宅を売買するためのガイドブック（マンション編）：既存マンションを安心して売買できる環境を整え

ることにより、その流通を促進することを目指し、都が作成したもの。マンションの品質や性能、管理の状況等

を理解するための「大切な視点」、既存マンションを安心して取引するために確認すべき「チェックリスト」、「不

動産取引と契約に際しての留意事項」について示している。 
2 ＳＮＳ：Social Networking Service の略。人と人とのつながりを促進・支援するネットサービス 

 

   61 

 

第
４
章 

マ
ン
シ
ョ
ン
施
策
の
目
標
と
具
体
的
な
施
策
展
開 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■ マンションの建替えや改修等について、国や都においては、マニュアルやガイ

ドブックを作成し、補助や融資、税制等の支援を実施している。 

■ 都が策定した指針やマンション管理ガイドブックでは、再生の項目を掲げ、管

理組合に対し、早い段階から将来の改修や建替え、敷地売却など、再生に向けて

の区分所有者の意識を啓発するとともに、取組を進めるよう促している。 

■ 都は、マンション再生セミナーを開催し、専門

家による講演や無料相談を実施するとともに、「東

京都マンション建替え・改修アドバイザー制度」

を設け、知識と経験のあるアドバイザーを派遣し、

管理組合等による建替えや改修等の自主的な取

組を支援している。 

  

 

マンション再生セミナーの様子 

２２  老老朽朽ママンンシショョンン等等のの再再生生のの促促進進  

 

 

■ 管理組合等がマンションの再生を進めるには、価値観や経済状況等の異なる

多数の区分所有者間の合意形成を図る必要があるが、専門的な知識の不足に加

え、資金の不足、居住者の高齢化、仮住まいや住み替え等の負担、敷地条件や

建築規制など、様々な要因により合意形成が進まない状況が見られる。 

■ こうした様々な阻害要因に対応し、管理組合が、改修、建替え、敷地売却な

ど、様々な再生手法の中から、マンションの状況に応じた最適な手法を円滑に

選択できるよう、専門家や関係団体等とも連携して、普及啓発や支援策の充実

強化に取り組んでいく。 

ママンンシショョンンのの状状況況にに応応じじたた適適切切なな再再生生手手法法をを選選択択ででききるる環環境境のの整整備備
 

目目  標標  ４４
 

現現状状とと施施策策のの方方向向性性  

ここれれままででのの取取組組状状況況やや課課題題等等  
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■ 都が平成 20(2008)年度に作成し、令和元(2019)年度に改定した「安心して既存

住宅を売買するためのガイドブック（マンション編）1」等を活用し、関係団体等

とも連携して消費者向けセミナーを開催するなど、マンション購入を検討してい

る消費者などに対し、管理の重要性や管理情報の見方、管理計画認定制度、マン

ションみらいネット等について普及啓発を図る。 

■ 普及啓発に当たっては、ＳＮＳ2やマンションの購入希望者の主たる情報収集源

となっている民間の不動産情報サイトなど、より効果的な手法の活用を図る。 

■ 長期優良住宅法の改正により、既存マンションにおいても長期優良住宅の認定

が可能となったことを受け、長期優良住宅の更なる普及促進に向けて取り組む。 

■ 省エネ化や再エネ活用など、環境に配慮した取組が進んだマンションが、市場

において高い評価を受けられるよう、国や関係団体等と連携し、市場環境の整備

や普及啓発を図る。 

  

                                                   
1 安心して既存住宅を売買するためのガイドブック（マンション編）：既存マンションを安心して売買できる環境を整え

ることにより、その流通を促進することを目指し、都が作成したもの。マンションの品質や性能、管理の状況等

を理解するための「大切な視点」、既存マンションを安心して取引するために確認すべき「チェックリスト」、「不

動産取引と契約に際しての留意事項」について示している。 
2 ＳＮＳ：Social Networking Service の略。人と人とのつながりを促進・支援するネットサービス 
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■ マンションの建替えや改修等について、国や都においては、マニュアルやガイ

ドブックを作成し、補助や融資、税制等の支援を実施している。 

■ 都が策定した指針やマンション管理ガイドブックでは、再生の項目を掲げ、管

理組合に対し、早い段階から将来の改修や建替え、敷地売却など、再生に向けて

の区分所有者の意識を啓発するとともに、取組を進めるよう促している。 

■ 都は、マンション再生セミナーを開催し、専門

家による講演や無料相談を実施するとともに、「東

京都マンション建替え・改修アドバイザー制度」

を設け、知識と経験のあるアドバイザーを派遣し、

管理組合等による建替えや改修等の自主的な取

組を支援している。 

  

 

マンション再生セミナーの様子 

２２  老老朽朽ママンンシショョンン等等のの再再生生のの促促進進  

 

 

■ 管理組合等がマンションの再生を進めるには、価値観や経済状況等の異なる

多数の区分所有者間の合意形成を図る必要があるが、専門的な知識の不足に加

え、資金の不足、居住者の高齢化、仮住まいや住み替え等の負担、敷地条件や

建築規制など、様々な要因により合意形成が進まない状況が見られる。 

■ こうした様々な阻害要因に対応し、管理組合が、改修、建替え、敷地売却な

ど、様々な再生手法の中から、マンションの状況に応じた最適な手法を円滑に

選択できるよう、専門家や関係団体等とも連携して、普及啓発や支援策の充実

強化に取り組んでいく。 

ママンンシショョンンのの状状況況にに応応じじたた適適切切なな再再生生手手法法をを選選択択ででききるる環環境境のの整整備備
 

目目  標標  ４４
 

現現状状とと施施策策のの方方向向性性  

ここれれままででのの取取組組状状況況やや課課題題等等  
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■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、令和３(2021)年４月から、

Ｗｅｂ会議システムを活用したＷｅｂ相談を実施するなど、新たな日常に対応で

きる体制を整備してきたほか、マンション再生セミナーについても録画配信で公

開した（再掲 目標１取組状況）。 

■ 都は、平成 30(2018)年３月、マンションの再生を検討・計画し、実施していく

場合に、管理組合や区分所有者等として知っておくべきことや、合意形成を円滑

に進めるために留意すべき点などについて解説する「マンション再生ガイドブッ

ク」（P64 参照）を作成し、その普及を図っている。 

■ 都は、「マンション改良工事助成制度」により、躯体・設備の耐震化や外壁塗装

など、共用部分を改良・修繕する管理組合に対して利子補給を行っている。これ

まで、利子補給期間を 10 年から 20 年に延長するとともに、管理組合がより耐震

化に取り組みやすくなるよう、「東京都マンション耐震化促進事業1」との併用を

可能とするなど、適宜、制度の改善を行っている。 

■ 省エネ促進の観点から、都は、共用部分における照明のＬＥＤ化などを行う工

事に対し、マンション改良工事助成制度による助成（利子補給）を実施している。 

 また、マンションへの電気自動車用の充電設備などの設置について、専門家派

遣によるアドバイスや啓発を行うとともに、導入費用などに対する助成を行って

いる（充電設備の導入事例については、目標１（P51）に記載）。 

■ 一定の要件を満たすマンションの建替事業を対象に、区市町と連携して、事業

に要する経費の一部について補助を実施している（都市居住再生促進事業（マン

ション建替えタイプ））。 

 また、平成 30(2018)年度から、マンションのバリアフリー化や省エネ等の機能・

性能向上を図る改修工事を対象に、区市町村と連携した補助を開始した（都市居

住再生促進事業（既存ストック再生タイプ））。 

■ マンション建替円滑化法による「マンション敷地売却制度」（P65 参照）は、令

和２(2020)年度末時点で、７件の売却組合が都内で設立認可されているが、建替

え後もマンションとなる事例が多い。 

■ 建替事業及び敷地売却事業を活用したマンションの建替えの期間中、住宅に困

窮する当該マンションの居住者を対象に、仮住居として都営住宅を期限付きで提

供するとともに、公社や都市再生機構と連携し、区分所有者などのニーズに応じ

た公社住宅・ＵＲ賃貸住宅の空室情報を取りまとめ、管理組合等への情報提供を

行っている。 

  

                                                   
1 東京都マンション耐震化促進事業：旧耐震基準で建築されたマンションの耐震化を促進し、震災に強い都市づく

りを進めるため、マンションの耐震診断及び耐震改修等に関する助成事業を行う都内の区市町村に対し、都が補

助を実施する事業 
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■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、令和３(2021)年４月から、

Ｗｅｂ会議システムを活用したＷｅｂ相談を実施するなど、新たな日常に対応で

きる体制を整備してきたほか、マンション再生セミナーについても録画配信で公

開した（再掲 目標１取組状況）。 

■ 都は、平成 30(2018)年３月、マンションの再生を検討・計画し、実施していく

場合に、管理組合や区分所有者等として知っておくべきことや、合意形成を円滑

に進めるために留意すべき点などについて解説する「マンション再生ガイドブッ

ク」（P64 参照）を作成し、その普及を図っている。 

■ 都は、「マンション改良工事助成制度」により、躯体・設備の耐震化や外壁塗装

など、共用部分を改良・修繕する管理組合に対して利子補給を行っている。これ

まで、利子補給期間を 10 年から 20 年に延長するとともに、管理組合がより耐震

化に取り組みやすくなるよう、「東京都マンション耐震化促進事業1」との併用を

可能とするなど、適宜、制度の改善を行っている。 

■ 省エネ促進の観点から、都は、共用部分における照明のＬＥＤ化などを行う工

事に対し、マンション改良工事助成制度による助成（利子補給）を実施している。 

 また、マンションへの電気自動車用の充電設備などの設置について、専門家派

遣によるアドバイスや啓発を行うとともに、導入費用などに対する助成を行って

いる（充電設備の導入事例については、目標１（P51）に記載）。 

■ 一定の要件を満たすマンションの建替事業を対象に、区市町と連携して、事業

に要する経費の一部について補助を実施している（都市居住再生促進事業（マン

ション建替えタイプ））。 

 また、平成 30(2018)年度から、マンションのバリアフリー化や省エネ等の機能・

性能向上を図る改修工事を対象に、区市町村と連携した補助を開始した（都市居

住再生促進事業（既存ストック再生タイプ））。 

■ マンション建替円滑化法による「マンション敷地売却制度」（P65 参照）は、令

和２(2020)年度末時点で、７件の売却組合が都内で設立認可されているが、建替

え後もマンションとなる事例が多い。 

■ 建替事業及び敷地売却事業を活用したマンションの建替えの期間中、住宅に困

窮する当該マンションの居住者を対象に、仮住居として都営住宅を期限付きで提

供するとともに、公社や都市再生機構と連携し、区分所有者などのニーズに応じ

た公社住宅・ＵＲ賃貸住宅の空室情報を取りまとめ、管理組合等への情報提供を

行っている。 

  

                                                   
1 東京都マンション耐震化促進事業：旧耐震基準で建築されたマンションの耐震化を促進し、震災に強い都市づく

りを進めるため、マンションの耐震診断及び耐震改修等に関する助成事業を行う都内の区市町村に対し、都が補

助を実施する事業 
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■ 令和２(2020)年６月のマンション建替円滑化法の改正では、除却の必要性に係

る認定の対象について、これまでの耐震性が不足しているマンションに加え、外

壁の剥落等により周辺に危害を生ずるおそれのあるもの等が追加された。 
 また、団地型マンションにおける敷地分割制度（P66 参照）が創設され、棟や

区画ごとにニーズに応じて円滑に再生を進めるため、敷地共有者の５分の４の特

別多数決により敷地分割が可能となるなど、マンションの再生手法の一つとして

活用が期待されている。 
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マンション建替円滑化法に基づき、除却の必要性に係る認定（耐震性の不足、火災に対する安全性

の不足、外壁等の剥落により周辺に危害が生ずるおそれのあるものに限る）を受けたマンションにつ

いて、区分所有者集会における一定以上の賛成で敷地を分割することができる制度 

建替え決議 

建替組合の設立 

権利変換計画の策定・認可 

新しいマンションの建設工事 

再入居 

敷地売却決議 

売却組合の設立 

分配金取得計画の決定・認可 

新しいマンション等の建設工事 

（買受人との個別契約による再入居も可能） 

建替え事業 敷地売却事業 

敷地分割決議 

敷地分割組合の設立 

敷地権利変換計画の策定・認可 

敷地分割 

敷地分割事業 

除却の必要性に係る認定 

【 敷地分割を活用した事業のイメージ 】 

【 敷地分割を活用した事業のフロー 】 

敷地分割制度の概要 

国土交通省資料を基に作成 

耐震性不足等のため、 

建替え、又はマンション 

敷地売却の意向 
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マンション建替円滑化法に基づき、除却の必要性に係る認定（耐震性の不足、火災に対する安全性

の不足、外壁等の剥落により周辺に危害が生ずるおそれのあるものに限る）を受けたマンションにつ

いて、区分所有者集会における一定以上の賛成で敷地を分割することができる制度 

建替え決議 

建替組合の設立 

権利変換計画の策定・認可 

新しいマンションの建設工事 

再入居 

敷地売却決議 

売却組合の設立 

分配金取得計画の決定・認可 

新しいマンション等の建設工事 

（買受人との個別契約による再入居も可能） 

建替え事業 敷地売却事業 

敷地分割決議 

敷地分割組合の設立 

敷地権利変換計画の策定・認可 

敷地分割 

敷地分割事業 

除却の必要性に係る認定 

【 敷地分割を活用した事業のイメージ 】 

【 敷地分割を活用した事業のフロー 】 

敷地分割制度の概要 

国土交通省資料を基に作成 

耐震性不足等のため、 

建替え、又はマンション 

敷地売却の意向 
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ママンンシショョンン再再生生ににつついいててのの状状況況やや意意向向把把握握  

■ 管理状況届出制度によって把握した情報を整理・活用するとともに、区市町と

連携した追加調査を実施するなど、管理組合による改修や修繕の計画的な実施及

び建替えに向けた検討状況や意向等について、的確かつ継続的な把握に努める。 

 

ママンンシショョンン再再生生にに向向けけたた管管理理組組合合へへのの普普及及啓啓発発  

■ 届出によって把握した情報を活用し、マンションの状況や改修、建替え等に向

けた管理組合の意向に応じたきめ細かな情報発信を行うなど、管理組合に対し、

効果的かつ効率的に働きかけを行う。 

■ マンション再生ガイドブックについて、令和２(2020)年６月のマンション建替

円滑化法の改正により除却の必要性に係る認定の対象が拡大し、敷地売却事業と

容積率の緩和特例の適用対象が拡大されたことや、団地における敷地分割制度が

創設されたこと等を踏まえ、適宜検証・見直しを行う。 

 また、管理組合や区分所有者等の活用のしやすさも考慮した内容の充実を図り、

新たな制度の普及啓発を幅広く行っていく。 

■ 毎年10月に開催される住生活月間に合わせて、マンションの再生に向けた機運

の醸成を図るためのキャンペーンを実施し、集中的に広報を展開する。 

 また、ＤＸの進展を踏まえ、これまでの集合形式での開催や動画配信に加え、

リアルタイムで配信するウェビナー1やＷｅｂ会議システムを活用した双方向対話

型の多様なチャンネルを活用したマンション再生セミナーの実施をはじめ、都内

各地域で各種イベントを開催するなど、効果的な普及啓発に取り組む。 

■ 東京都マンションポータルサイトを活用し、再生を巡る状況や管理組合のニー

ズ等を踏まえながら、建替えや長寿命化・省エネ改修の好事例、助成制度など、

マンションの再生等に役立つ情報を積極的に発信していく。 

 また、管理組合や区分所有者が抱えている問題に応じて、必要な情報を容易に

入手でき、自主的に取組を進めていけるよう、効果的な情報発信に取り組む。 

 

 

 

 

  

                                                   
1 ウェビナー：ウェブ（Web）とセミナー（Seminar）を合わせた造語。インターネット回線を通じてオンライン

で行うセミナー、又はセミナーを行うためのツールのこと。 

今今後後のの展展開開  

第
4
章

マ
ン
シ
ョ
ン
施
策
の
目
標
と
具
体
的
な
施
策
展
開

67

  38553_東
京

都
_マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

_再
生

促
進

計
画

_本
文

　
67

【
修

正
日

】
2022年

4月
11日

 午
前

10時
37分



 

68 

 

第
４
章 

マ
ン
シ
ョ
ン
施
策
の
目
標
と
具
体
的
な
施
策
展
開 

専専門門家家・・関関係係団団体体等等とと連連携携ししたた管管理理組組合合等等へへのの再再生生支支援援  

■ 届出によって把握した情報を基に確認したマンションの状況や管理組合の意向

を踏まえ、それぞれのマンションに応じた再生支援を実施できるよう、行政と専

門家・関係団体等が「マンション施策推進会議1」等により連携して、マンション

再生に係る相談支援ネットワークの構築を図る。 

 また、分譲マンション総合相談窓口において、管理組合等からの再生に係る相

談に適切に対応する。さらに、アウトリーチ型の取組として、把握した改修や建

替えへの取組意向に応じたアドバイザーを派遣することにより、区分所有者等の

意識を高め、管理組合全体の合意形成につなげていくなど、再生に向けた検討の

初期段階から的確に支援していく。 

■ 東京都マンション建替え・改修アドバイザー制度の一層の利用促進に向け、登

録アドバイザーの増員や適切な研修の実施、支援メニューの見直しや区市町村と

の連携による派遣費用の助成を検討するなど、制度の充実と周知に取り組む。 

■ マンションの通常の改修に合わせて環境性能の向上に取り組む管理組合への支

援を強化するため、アドバイザーが環境性能の向上に向けた改修等について助言

するメニューを設け、省エネに関する診断や改修案の作成、太陽光発電設備の設

置の診断と製品提案による再エネ活用などの支援により、管理組合の合意形成を

促進する。 

 

改改修修やや建建替替ええ等等、、ママンンシショョンン再再生生にに対対すするる支支援援  

■ 長寿命化やバリアフリー化、省エネ化などによるマンションストックの質の向

上を図るため、工事費等費用の補助や借入に対する利子補給を通じ、管理組合に

よる改修の実施を支援する。 

■ 都市居住再生促進事業の「既存ストック再生タイプ」では、長期優良住宅認定

の取得に向けた改修や省エネ改修に係る補助の拡充を図るとともに、区市町村に

制度の創設を働きかけるなど、制度の普及を促進し、改修に取り組む管理組合を

支援する。 

■ マンション改良工事助成制度では、利子補給期間が 20年まで可能となる対象の

工事を拡充するなど、制度の改善に取り組む（P62 参照）。 

■ 高経年マンションの建替えを促進し、良質な住宅ストックの形成に資するため、

都市居住再生促進事業の「マンション建替タイプ」について、除却の必要性に係

る認定の対象拡充に伴う補助対象の拡大及び長期優良住宅の認定マンションへの

再建築に対する補助の拡充により、建替えに取り組む管理組合を支援する。 

 

 

                                                   
1 マンション施策推進会議：良質なマンションストックの形成の実現を目的として、マンションにおける管理の適

正化、耐震化及び建替えの促進に向けて、様々な分野の関係団体が連携しながら、会議参加団体の実施事業等に

関する情報共有と意見交換などを行うため、平成 29(2017)年４月に都において設置 
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■ 長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成していくため、良質な

既存住宅への認定が可能となった令和３(2021)年５月の長期優良住宅法の改正を

踏まえ、マンションの改修や建替え等の再生における長期優良住宅の認定取得に

向けて区市や事業者とも連携し、制度の普及啓発に取り組んでいく。 

■ 国が作成している建替えに関するマニュアルの周知等により、建替えを進める

管理組合が、建替組合設立認可等、建替え事業の実施に伴う許認可手続を円滑に

進められるよう支援する。 

   

ママンンシショョンン敷敷地地売売却却制制度度のの円円滑滑なな運運用用  

■ マンション敷地売却制度については、マンション建替円滑化法の改正による敷

地売却制度の対象拡大を踏まえ、将来的に非現地での建替えが有効なツールとな

るよう、現地での建替えや改修が困難なマンションの管理組合等を対象に、敷地

売却制度の認知度向上や活用促進を図る。 

■ 制度の活用を促進するため、アドバイザー派遣による合意形成、建物除却や敷

地売却後の仮住居の確保、円滑な住み替え等に対する支援など、制度を活用する

管理組合を効果的に後押ししていく。 

 

高高齢齢者者等等にに対対すするる支支援援  

■ マンションの再生に向けた合意形成の円滑化を図るため、高齢者等、住宅の確

保に特に配慮が必要な区分所有者や借家人への支援の充実を図る。 

■ 建替えや敷地売却等に伴い、必要となる高齢者等の仮住居の確保や住み替えを

支援するため、管理組合等の求めに応じ、地元区市町村や公社、都市再生機構、

宅地建物取引業者や家主の団体、金融機関等と連携して、事業中・事業後の住ま

いや生活に関する相談への対応、住宅の提供・あっせんなどを行う。 

■ 高齢者の資金面での負担軽減を図るため、公的金融機関である独立行政法人住

宅金融支援機構や民間金融機関等と連携し、高齢者向け融資制度の充実を検討す

る。 
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専専門門家家・・関関係係団団体体等等とと連連携携ししたた管管理理組組合合等等へへのの再再生生支支援援  

■ 届出によって把握した情報を基に確認したマンションの状況や管理組合の意向

を踏まえ、それぞれのマンションに応じた再生支援を実施できるよう、行政と専

門家・関係団体等が「マンション施策推進会議1」等により連携して、マンション

再生に係る相談支援ネットワークの構築を図る。 

 また、分譲マンション総合相談窓口において、管理組合等からの再生に係る相

談に適切に対応する。さらに、アウトリーチ型の取組として、把握した改修や建

替えへの取組意向に応じたアドバイザーを派遣することにより、区分所有者等の

意識を高め、管理組合全体の合意形成につなげていくなど、再生に向けた検討の

初期段階から的確に支援していく。 

■ 東京都マンション建替え・改修アドバイザー制度の一層の利用促進に向け、登

録アドバイザーの増員や適切な研修の実施、支援メニューの見直しや区市町村と

の連携による派遣費用の助成を検討するなど、制度の充実と周知に取り組む。 

■ マンションの通常の改修に合わせて環境性能の向上に取り組む管理組合への支

援を強化するため、アドバイザーが環境性能の向上に向けた改修等について助言

するメニューを設け、省エネに関する診断や改修案の作成、太陽光発電設備の設

置の診断と製品提案による再エネ活用などの支援により、管理組合の合意形成を

促進する。 

 

改改修修やや建建替替ええ等等、、ママンンシショョンン再再生生にに対対すするる支支援援  

■ 長寿命化やバリアフリー化、省エネ化などによるマンションストックの質の向

上を図るため、工事費等費用の補助や借入に対する利子補給を通じ、管理組合に

よる改修の実施を支援する。 

■ 都市居住再生促進事業の「既存ストック再生タイプ」では、長期優良住宅認定

の取得に向けた改修や省エネ改修に係る補助の拡充を図るとともに、区市町村に

制度の創設を働きかけるなど、制度の普及を促進し、改修に取り組む管理組合を

支援する。 

■ マンション改良工事助成制度では、利子補給期間が 20年まで可能となる対象の

工事を拡充するなど、制度の改善に取り組む（P62 参照）。 

■ 高経年マンションの建替えを促進し、良質な住宅ストックの形成に資するため、

都市居住再生促進事業の「マンション建替タイプ」について、除却の必要性に係

る認定の対象拡充に伴う補助対象の拡大及び長期優良住宅の認定マンションへの

再建築に対する補助の拡充により、建替えに取り組む管理組合を支援する。 

 

 

                                                   
1 マンション施策推進会議：良質なマンションストックの形成の実現を目的として、マンションにおける管理の適

正化、耐震化及び建替えの促進に向けて、様々な分野の関係団体が連携しながら、会議参加団体の実施事業等に

関する情報共有と意見交換などを行うため、平成 29(2017)年４月に都において設置 
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■ 長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成していくため、良質な

既存住宅への認定が可能となった令和３(2021)年５月の長期優良住宅法の改正を

踏まえ、マンションの改修や建替え等の再生における長期優良住宅の認定取得に

向けて区市や事業者とも連携し、制度の普及啓発に取り組んでいく。 

■ 国が作成している建替えに関するマニュアルの周知等により、建替えを進める

管理組合が、建替組合設立認可等、建替え事業の実施に伴う許認可手続を円滑に

進められるよう支援する。 

   

ママンンシショョンン敷敷地地売売却却制制度度のの円円滑滑なな運運用用  

■ マンション敷地売却制度については、マンション建替円滑化法の改正による敷

地売却制度の対象拡大を踏まえ、将来的に非現地での建替えが有効なツールとな

るよう、現地での建替えや改修が困難なマンションの管理組合等を対象に、敷地

売却制度の認知度向上や活用促進を図る。 

■ 制度の活用を促進するため、アドバイザー派遣による合意形成、建物除却や敷

地売却後の仮住居の確保、円滑な住み替え等に対する支援など、制度を活用する

管理組合を効果的に後押ししていく。 

 

高高齢齢者者等等にに対対すするる支支援援  

■ マンションの再生に向けた合意形成の円滑化を図るため、高齢者等、住宅の確

保に特に配慮が必要な区分所有者や借家人への支援の充実を図る。 

■ 建替えや敷地売却等に伴い、必要となる高齢者等の仮住居の確保や住み替えを

支援するため、管理組合等の求めに応じ、地元区市町村や公社、都市再生機構、

宅地建物取引業者や家主の団体、金融機関等と連携して、事業中・事業後の住ま

いや生活に関する相談への対応、住宅の提供・あっせんなどを行う。 

■ 高齢者の資金面での負担軽減を図るため、公的金融機関である独立行政法人住

宅金融支援機構や民間金融機関等と連携し、高齢者向け融資制度の充実を検討す

る。 
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■ 届出によって把握した情報から、耐震診断の実施など、過去に耐震化に向けた

取組があったものの、次の段階に進んでいない管理組合等に対し、建築士・マン

ション管理士等の専門家を繰り返し派遣する「マンション耐震化推進サポート事

業」を実施している。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく要耐震改

修の認定を受けることにより決議要件を緩和する制度1の説明や、具体的な改修計

画案を提示するなど、耐震化に向けた合意形成を支援している。 

■ 建替え及び耐震改修を行った場合に固定資産税等を減免する都独自の耐震化促

進税制2（23 区）を平成 20(2008)年度から実施し、税制面から支援している。 

■ 特定緊急輸送道路沿道建築物3については、東京における緊急輸送道路沿道建

築物の耐震化を推進する条例（平成 23 年東京都条例第 36 号。以下「耐震化推進

条例」という。）による耐震診断の義務付け、手厚い助成制度等により、重点的に

耐震化を促進してきた。その結果、令和２(2020)年 12 月末現在でマンションを含

めた沿道建築物の約 98％が耐震診断を実施しており、今後は、耐震性が不足して

いるマンションの耐震化を推進していく必要がある。 

■ 平成31(2019)年３月に、耐震化推進条例を改正し、沿道建築物の占有者に対し、

耐震化の実現に向けて所有者に協力する努力義務を課すなど、マンションの占有

者の協力を得やすくなる環境を整備するとともに、令和２(2020)年度から、占有

者が存する建築物の耐震改修等に要する費用について、助成額の加算を開始した。 

■ 令和３(2021)年９月に改訂された国の長期修繕計画作成ガイドラインでは、旧

耐震基準マンションの耐震診断及び耐震改修の実施について、検討の必要性が明

記された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 要耐震改修の認定を受けることにより決議要件を緩和する制度：耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、

大規模な改修を行おうとする場合の決議要件（区分所有法）を、3/4 以上から 1/2 超に緩和する制度 
2 耐震化促進税制：住宅の耐震化促進のため、区部で行われた建替えや耐震改修を対象に、固定資産税・都市計画

税を一定期間全額減免する特例措置 
3 特定緊急輸送道路沿道建築物：震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路（緊急輸

送道路）のうち、特に重要で早急に沿道建築物の耐震化を図るべき道路として、東京における緊急輸送道路沿道

建築物の耐震化を推進する条例に基づき指定された道路の沿道建築物 
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■ 届出によって把握した情報から、耐震診断の実施など、過去に耐震化に向けた

取組があったものの、次の段階に進んでいない管理組合等に対し、建築士・マン

ション管理士等の専門家を繰り返し派遣する「マンション耐震化推進サポート事

業」を実施している。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく要耐震改

修の認定を受けることにより決議要件を緩和する制度1の説明や、具体的な改修計

画案を提示するなど、耐震化に向けた合意形成を支援している。 

■ 建替え及び耐震改修を行った場合に固定資産税等を減免する都独自の耐震化促

進税制2（23 区）を平成 20(2008)年度から実施し、税制面から支援している。 

■ 特定緊急輸送道路沿道建築物3については、東京における緊急輸送道路沿道建

築物の耐震化を推進する条例（平成 23 年東京都条例第 36 号。以下「耐震化推進

条例」という。）による耐震診断の義務付け、手厚い助成制度等により、重点的に

耐震化を促進してきた。その結果、令和２(2020)年 12 月末現在でマンションを含

めた沿道建築物の約 98％が耐震診断を実施しており、今後は、耐震性が不足して

いるマンションの耐震化を推進していく必要がある。 

■ 平成31(2019)年３月に、耐震化推進条例を改正し、沿道建築物の占有者に対し、

耐震化の実現に向けて所有者に協力する努力義務を課すなど、マンションの占有

者の協力を得やすくなる環境を整備するとともに、令和２(2020)年度から、占有

者が存する建築物の耐震改修等に要する費用について、助成額の加算を開始した。 

■ 令和３(2021)年９月に改訂された国の長期修繕計画作成ガイドラインでは、旧

耐震基準マンションの耐震診断及び耐震改修の実施について、検討の必要性が明

記された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 要耐震改修の認定を受けることにより決議要件を緩和する制度：耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、

大規模な改修を行おうとする場合の決議要件（区分所有法）を、3/4 以上から 1/2 超に緩和する制度 
2 耐震化促進税制：住宅の耐震化促進のため、区部で行われた建替えや耐震改修を対象に、固定資産税・都市計画

税を一定期間全額減免する特例措置 
3 特定緊急輸送道路沿道建築物：震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路（緊急輸

送道路）のうち、特に重要で早急に沿道建築物の耐震化を図るべき道路として、東京における緊急輸送道路沿道

建築物の耐震化を推進する条例に基づき指定された道路の沿道建築物 
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安安全全・・安安心心なな都都市市のの実実現現にに向向けけたた耐耐震震化化のの促促進進  

■ 特定緊急輸送道路沿道のマンションについては、東京都耐震改修促進計画に基

づき、引き続き最優先で耐震性の向上を図っていく。特に、倒壊危険性が高いと

される Is 値 0.3 未満相当のマンションは、最重点で耐震化を図る。 

■ 一般緊急輸送道路沿道のマンションについても、特定緊急輸送道路沿道に準じ

て、優先的、重点的に耐震化の促進を図っていく。 

■ 耐震化推進条例に基づき、所有者に対する指導や助言、占有者に対する助言等

を実施し、占有者の協力が課題となっている沿道建築物であるマンションの耐震

化を促進していく。 

 

  ～耐震化に向けた管理組合等の機運の醸成の取組～ 
「マンション耐震化通信」の発行 
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既存不適格1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

■ マンション再生まちづくり制度（P79 参照）に基づき、マンション再生まちづ

くり計画の策定に取り組む区市町村を支援しており、計画が策定された４地区に

ついては、マンション再生まちづくり推進地区として指定している。 

■ マンション再生まちづくり推進地区に指定された地区内では、マンションの管

理組合等が再生に向けた合意形成に取り組む費用の一部助成を行っている。 

■ 平成 30(2018)年度には、老朽化したマンションの再生を促進するため、都市開

発諸制度2の改正により、再開発等促進区を定める地区計画等にマンション再生ま

ちづくり推進地区内において活用可能な「高経年マンション建替型」が創設され、

容積率の割増の上限が緩和された。 

■ マンション再生まちづくり制度の普及に努めているが、制度による支援内容や、

都市開発諸制度と連動する活用のメリット等について、区市町村や管理組合等に

対して、より一層の周知が必要である。

                                                   
1 既存不適格：建築した時には、建築基準法等の法律に適合していたにもかかわらず、その後の法律の改正や都市

計画の変更などによって現行の規定に適合しなくなった建築物。事実上、現行の法律には適合していないが、違

反建築物とは区別され、原則としてそのままの状態で使用することが可能 
2 都市開発諸制度：公開空地の確保など公共的な貢献を行う建築計画に対して、容積率や斜線制限などの建築基

準法に定める形態規制を緩和することにより、市街地環境の向上に寄与する良好な都市開発の誘導を図る制度。

再開発等促進区を定める地区計画、特定街区、高度利用地区、総合設計制度の４制度がある。 

 

 

■ 都内には、老朽化が進み、建替え等を検討すべき時期を迎えているにもかか

わらず、敷地条件の悪さや、容積率などの建築規制により既存不適格 1となって

いるなど、単独では建替えが困難なマンションが相当数存在している。 

■ こうした状況に鑑み、周辺との共同化等、まちづくりと連携した再生を促進

するため、平成 29(2017)年に「マンション再生まちづくり制度」を創設した。 

■ マンション再生まちづくり制度等を活用し、都市における拠点の形成、緊急

輸送道路の機能の確保、木造住宅密集地域における安全な市街地の形成、大規

模な住宅団地の再生など、地域の課題解決にも寄与するマンション再生の取組

について、重点的な支援を実施していく。 

 
目目  標標  ６６

 

現現状状とと施施策策のの方方向向性性  

ここれれままででのの取取組組状状況況やや課課題題等等  
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■ 一般緊急輸送道路沿道のマンションについても、特定緊急輸送道路沿道に準じ

て、優先的、重点的に耐震化の促進を図っていく。 

■ 耐震化推進条例に基づき、所有者に対する指導や助言、占有者に対する助言等

を実施し、占有者の協力が課題となっている沿道建築物であるマンションの耐震

化を促進していく。 
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■ マンション再生まちづくり制度（P79 参照）に基づき、マンション再生まちづ

くり計画の策定に取り組む区市町村を支援しており、計画が策定された４地区に

ついては、マンション再生まちづくり推進地区として指定している。 

■ マンション再生まちづくり推進地区に指定された地区内では、マンションの管

理組合等が再生に向けた合意形成に取り組む費用の一部助成を行っている。 

■ 平成 30(2018)年度には、老朽化したマンションの再生を促進するため、都市開

発諸制度2の改正により、再開発等促進区を定める地区計画等にマンション再生ま

ちづくり推進地区内において活用可能な「高経年マンション建替型」が創設され、

容積率の割増の上限が緩和された。 

■ マンション再生まちづくり制度の普及に努めているが、制度による支援内容や、

都市開発諸制度と連動する活用のメリット等について、区市町村や管理組合等に

対して、より一層の周知が必要である。

                                                   
1 既存不適格：建築した時には、建築基準法等の法律に適合していたにもかかわらず、その後の法律の改正や都市

計画の変更などによって現行の規定に適合しなくなった建築物。事実上、現行の法律には適合していないが、違

反建築物とは区別され、原則としてそのままの状態で使用することが可能 
2 都市開発諸制度：公開空地の確保など公共的な貢献を行う建築計画に対して、容積率や斜線制限などの建築基

準法に定める形態規制を緩和することにより、市街地環境の向上に寄与する良好な都市開発の誘導を図る制度。

再開発等促進区を定める地区計画、特定街区、高度利用地区、総合設計制度の４制度がある。 

 

 

■ 都内には、老朽化が進み、建替え等を検討すべき時期を迎えているにもかか

わらず、敷地条件の悪さや、容積率などの建築規制により既存不適格 1となって

いるなど、単独では建替えが困難なマンションが相当数存在している。 

■ こうした状況に鑑み、周辺との共同化等、まちづくりと連携した再生を促進

するため、平成 29(2017)年に「マンション再生まちづくり制度」を創設した。 

■ マンション再生まちづくり制度等を活用し、都市における拠点の形成、緊急

輸送道路の機能の確保、木造住宅密集地域における安全な市街地の形成、大規

模な住宅団地の再生など、地域の課題解決にも寄与するマンション再生の取組

について、重点的な支援を実施していく。 
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■ 制度の活用に当たっては、管理組合等による一定のニーズはあるものの、マン

ション再生まちづくり計画の策定に関する区市町村の負担が大きいことや、地区

指定の要件（住戸数の制限等）を満たさない地区が存在するため、これらの実態

を踏まえた制度の見直しが求められている。 

■ マンション建替円滑化法に基づく「容積率の緩和特例」は、総合設計制度のよ

うに公開空地の確保を主な目的とせず、比較的小規模な敷地にも活用できるもの

として許可要綱に基づき運用されているが、令和２(2020)年６月の法改正により、

除却の必要性に係る認定の対象が拡充されたことを受け、更なる活用が期待され

ている。 

■ 近年、区市町村において絶対高さを定める高度地区1の導入が進んでいるが、既

存建築物の建替えに当たっての制約となることも考えられることから、一定の条

件の下に緩和措置が設けられている。 

■ 都は、平成31(2019)年の「街区再編まちづくり制度2活用方針」の改定により、

高経年マンションが多く立地する地域において、街区再編を進めながら連鎖的な

マンション再生を図るため、移転先としての受け皿となる住宅の整備等の取組例

を示した。 

■ 令和２(2020)年６月のマンション建替円滑化法の改正により、団地型マンショ

ンにおける「敷地分割制度」が創設され、耐震性が不足するマンションや外壁等

の剥落により危害が生ずるおそれがあるマンション等について、敷地共有者の５

分の４の特別多数決による敷地分割が可能となり、団地型マンションの再生に係

る合意形成が図りやすくなった。 

  

                                                   
1 高度地区：都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく地域地区の一つ。用途地域内において市街地の環境

を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。高度地区内に

おいては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければなら

ない。 
2 街区再編まちづくり制度：東京のしゃれた街並みづくり推進条例（平成 15 年東京都条例第 30 号）に基づく制度。

密集市街地など、まちづくりの課題を抱える地域において、都市計画に基づく規制緩和等を活用し、細分化され

た敷地の統合や細街路の付け替えなどを行いながら、共同建替えなどを進めることにより、個性豊かで魅力のあ

る街並みの形成を図るもの 
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■ 制度の活用に当たっては、管理組合等による一定のニーズはあるものの、マン
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指定の要件（住戸数の制限等）を満たさない地区が存在するため、これらの実態

を踏まえた制度の見直しが求められている。 

■ マンション建替円滑化法に基づく「容積率の緩和特例」は、総合設計制度のよ

うに公開空地の確保を主な目的とせず、比較的小規模な敷地にも活用できるもの

として許可要綱に基づき運用されているが、令和２(2020)年６月の法改正により、

除却の必要性に係る認定の対象が拡充されたことを受け、更なる活用が期待され

ている。 

■ 近年、区市町村において絶対高さを定める高度地区1の導入が進んでいるが、既

存建築物の建替えに当たっての制約となることも考えられることから、一定の条

件の下に緩和措置が設けられている。 

■ 都は、平成31(2019)年の「街区再編まちづくり制度2活用方針」の改定により、

高経年マンションが多く立地する地域において、街区再編を進めながら連鎖的な

マンション再生を図るため、移転先としての受け皿となる住宅の整備等の取組例

を示した。 

■ 令和２(2020)年６月のマンション建替円滑化法の改正により、団地型マンショ

ンにおける「敷地分割制度」が創設され、耐震性が不足するマンションや外壁等

の剥落により危害が生ずるおそれがあるマンション等について、敷地共有者の５

分の４の特別多数決による敷地分割が可能となり、団地型マンションの再生に係

る合意形成が図りやすくなった。 

  

                                                   
1 高度地区：都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく地域地区の一つ。用途地域内において市街地の環境

を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。高度地区内に

おいては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければなら

ない。 
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建建替替ええのの円円滑滑化化にに資資すするる都都市市計計画画・・建建築築規規制制のの緩緩和和等等  

■ 地域の実情を踏まえた上で、都市開発諸制度及びマンション再生まちづくり制

度等の効果的な活用や、老朽マンション等をエリアに含む市街地再開発事業1等の

実施により、マンションの建替えを促進するとともに、都市機能の更新や市街地

環境、環境性能の向上に資する取組を支援していく。 

■ マンション建替円滑化法に基づく容積率の緩和特例については、除却の必要性

に係る認定対象が拡充されたことを踏まえ、各特定行政庁2による円滑な運用が図

られるよう支援していくとともに、許可要綱を策定していない特定行政庁に対し

て、地域特性を踏まえた許可要綱の策定に向けて技術的な助言等を行っていく。 

■ 老朽マンションの建替えの円滑化に資する高さの制限の運用等について、必要

に応じて、技術的な側面から区市町村の主体的な取組を支援していく。 

■ 高経年マンションが多く立地している地域等を対象に、敷地売却制度を活用し

て複数のマンションの一体的な再生を進める取組等について、効果的な支援策を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 市街地再開発事業：不足している道路･公園などの公共施設を計画的に整備するとともに、良好な生活環境を備

えた都市型住宅の供給や、業務施設の近代化を図るなど、安全かつ快適な生活空間を創出する総合的なまちづく

りを行う事業 
2 特定行政庁：建築基準法第２条第 35 号に規定する、建築主事を設置する市町村の長及び都道府県知事をいう。

都においては、特別区の長（建築基準法第 97 条の３第１項参照）、建築主事を設置している 10 市の長及び都知

事（特別区の区域において建築主事の権限に属しないもの、及び当該 10 市以外の市町村の区域に属するものを

所管）が該当する。 
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≪≪目目標標１１かからら３３ままででにに関関連連すするる政政策策指指標標・・観観測測実実況況指指標標≫≫  

指指標標   目目標標  現現況況  目目標標  目目標標２２  

目目標標１１  管管理理組組合合にによよるる自自主主的的かかつつ適適正正なな維維持持管管理理のの推推進進  

政政策策  
3300 年年以以上上のの長長期期修修繕繕計計画画にに基基づづくく

修修繕繕積積立立金金額額をを設設定定ししてていいるる分分譲譲

ママンンシショョンンのの管管理理組組合合のの割割合合  

68.1％※１ － 80％ 

 令和３

(2021)年１月

時点 

－ 
令和 12 

(2030)年度末 

目目標標２２  管管理理状状況況届届出出制制度度をを活活用用ししたた適適正正なな維維持持管管理理のの促促進進  

政政策策  
管管理理状状況況のの届届出出をを行行っったた要要届届出出ママ

ンンシショョンンのの割割合合  

67.8％ － 100％※２ 

令和２ 

(2020)年度末 
－ 

令和 12 

(2030)年度末 

目目標標３３  管管理理のの良良好好ななママンンシショョンンがが適適正正にに評評価価さされれるる市市場場のの形形成成  

観観測測実実況況  
管管理理適適正正化化推推進進計計画画をを作作成成ししたた区区

市市のの全全区区市市数数にに対対すするる割割合合  
－ － － 

観観測測実実況況  
東東京京都都優優良良ママンンシショョンン登登録録表表示示制制

度度のの認認定定をを受受けけてていいるるママンンシショョンン

のの数数  

217 件 

－ － 
令和２ 

(2020)年度末 

※１：（参考値）25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マンション管

理組合の割合 
※２：訪問調査により管理状況を把握した場合なども含む。 
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≪≪目目標標４４かからら７７ままででにに関関連連すするる政政策策指指標標・・観観測測実実況況指指標標≫≫  

指指標標   目目標標  現現況況  目目標標  目目標標２２  

目目標標４４  ママンンシショョンンのの状状況況にに応応じじたた適適切切なな再再生生手手法法をを選選択択ででききるる環環境境のの整整備備  

観観測測実実況況  
ママンンシショョンンのの建建替替ええ等等のの件件数数（（累累

計計））  

約 180 件 

 －  － 
令和元 

(2019)年末 

目目標標５５  旧旧耐耐震震基基準準ののママンンシショョンンのの耐耐震震化化のの促促進進  

政政策策  ママンンシショョンンのの耐耐震震化化率率  

94.4％ おおむね解消 

－ 
令和元 

(2019)年度末 

令和７ 

(2025)年度末 

観観測測実実況況  
旧旧耐耐震震基基準準ののママンンシショョンンのの耐耐震震診診

断断のの実実施施率率  

32.6％※１ 

 －  － 
令和２ 

(2020)年度末 

目目標標６６  ままちちづづくくりりとと連連携携ししたた老老朽朽ママンンシショョンン等等のの再再生生  

政政策策  
ママンンシショョンン再再生生ままちちづづくくりり制制度度適適

用用地地区区内内ににおおいいてて再再生生にに係係るる決決議議

等等のの手手続続をを行行っったた管管理理組組合合数数  

１管理組合 10 管理組合 20 管理組合 

令和２ 

(2020)年度末 

令和７ 

(2025)年度末 

令和 12 

(2030)年度末 

目目標標７７  ママンンシショョンンのの環環境境性性能能のの向向上上  

観観測測実実況況  
全全部部又又はは一一部部のの窓窓にに二二重重ササッッシシ以以

上上又又はは複複層層ガガララススのの窓窓をを使使用用ししてて

いいるるママンンシショョンンスストトッッククのの比比率率  

29.50％※２ 

－ － 
平成 30 

(2018)年度末 

※１：管理状況届出制度の集計データ 
※２：「平成 30 年住宅・土地統計調査/総務省」の持ち家、共同住宅、非木造（その他を除く。）

を集計 
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時点 

－ 
令和 12 

(2030)年度末 

目目標標２２  管管理理状状況況届届出出制制度度をを活活用用ししたた適適正正なな維維持持管管理理のの促促進進  
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管管理理状状況況のの届届出出をを行行っったた要要届届出出ママ
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67.8％ － 100％※２ 
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(2020)年度末 
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令和 12 

(2030)年度末 

目目標標３３  管管理理のの良良好好ななママンンシショョンンがが適適正正にに評評価価さされれるる市市場場のの形形成成  

観観測測実実況況  
管管理理適適正正化化推推進進計計画画をを作作成成ししたた区区

市市のの全全区区市市数数にに対対すするる割割合合  
－ － － 

観観測測実実況況  
東東京京都都優優良良ママンンシショョンン登登録録表表示示制制

度度のの認認定定をを受受けけてていいるるママンンシショョンン

のの数数  

217 件 

－ － 
令和２ 

(2020)年度末 

※１：（参考値）25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マンション管

理組合の割合 
※２：訪問調査により管理状況を把握した場合なども含む。 
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観観測測実実況況  
ママンンシショョンンのの建建替替ええ等等のの件件数数（（累累

計計））  

約 180 件 

 －  － 
令和元 

(2019)年末 

目目標標５５  旧旧耐耐震震基基準準ののママンンシショョンンのの耐耐震震化化のの促促進進  
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断断のの実実施施率率  
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(2020)年度末 
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ママンンシショョンン再再生生ままちちづづくくりり制制度度適適

用用地地区区内内ににおおいいてて再再生生にに係係るる決決議議

等等のの手手続続をを行行っったた管管理理組組合合数数  

１管理組合 10 管理組合 20 管理組合 
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令和 12 

(2030)年度末 

目目標標７７  ママンンシショョンンのの環環境境性性能能のの向向上上  

観観測測実実況況  
全全部部又又はは一一部部のの窓窓にに二二重重ササッッシシ以以

上上又又はは複複層層ガガララススのの窓窓をを使使用用ししてて

いいるるママンンシショョンンスストトッッククのの比比率率  

29.50％※２ 

－ － 
平成 30 

(2018)年度末 

※１：管理状況届出制度の集計データ 
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第
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東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
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化
推
進
計
画 

 

 

マンション管理適正化法第３条の２第１項に基づき、マンションの管理の適正化を

図るための基本的な方針（令和３年９月 28 日国土交通省告示第 1286 号）を踏まえ、

町村部に適用する東京都マンション管理適正化推進計画を以下のとおり定める。 
  
 

マンション管理適正化法及びマンション管理条例に定める目標を達成し、東京マ

ンション管理・再生促進計画（以下「促進計画」という。）第２章で示したマンショ

ン居住の将来像を実現するため、第３章、第４章及び第６章で示す施策の方向性を

踏まえ、マンション管理の重要性や方法等について普及啓発を図るとともに、町村

や専門家等と連携して適切に助言、指導その他の支援を行い、管理組合による自主

的かつ適正な維持管理を推進していく。 
 

 
 

前記１の目標を達成するため、登記等に基づき、所在や棟数等の基本情報の収集

に努める。 
また、マンション管理条例に基づき実施する管理状況届出制度を活用しつつ、管

理組合や区分所有者に対し、マンションの管理状況等の実態把握を目的とした調査

を計画期間内に実施する。 
 

 
 

マンション管理適正化法に基づき、町村の区域内において、管理計画認定制度に

関する事務を実施する。 
また、管理組合の管理者等に対し、同法に基づき適切に助言、指導等を行う。そ

の他、促進計画で示す施策の方向性を踏まえ、町村や関係団体と連携し、町村の区

域内におけるマンションの管理の適正化を推進するための施策を実施する。 
 

 
  

マンション管理適正化法第３条の２第２項第４号に規定する東京都マンション管

理適正化指針は、別に定める。 
  

第第５５章章    

東東京京都都ママンンシショョンン管管理理適適正正化化推推進進計計画画    

 １１  町町村村のの区区域域内内ににおおけけるるママンンシショョンンのの管管理理のの適適正正化化にに関関すするる目目標標  

２２  町町村村のの区区域域内内ににおおけけるるママンンシショョンンのの管管理理のの状状況況をを把把握握すするるたためめにに  

都都がが講講ずずるる措措置置にに関関すするる事事項項  

３３  町町村村のの区区域域内内ににおおけけるるママンンシショョンンのの管管理理のの適適正正化化のの推推進進をを図図るるたためめ  

のの施施策策にに関関すするる事事項項 

４４  町町村村のの区区域域内内ににおおけけるる管管理理組組合合にによよるるママンンシショョンンのの管管理理のの適適正正化化にに

関関すするる指指針針（（東東京京都都ママンンシショョンン管管理理適適正正化化指指針針））にに関関すするる事事項項  
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図17 管理不全の兆候 の有無（管理方式別）

2.4 
9.3 

17.9 19.0 19.6 16.7 14.3 12.1 

13.5 

8.9 5.2 6.9 
8.5 14.3 

3.2 

8.5 

13.0 18.7 
19.0 

16.4 
14.3 

10.1 

22.6 

26.0 
24.2 19.0 

16.4 14.3 

0.4 

0.7 

1.1 
3.0 6.1 

11.1 14.3 

7.8 

16.1 

14.5 
16.2 17.1 

15.8 14.3 

64.1 

29.3 

18.6 
13.7 12.4 15.2 14.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

１項目

n=835棟×１

２項目

n=230棟×2

３項目

n=149棟×3

４項目

n=91棟×4

５項目

n=102棟×5

６項目

n=57棟×6

７項目

n=33棟×7

管理組合 管理者 管理規約 総会開催(年１回以上) 管理費 修繕積立金 修繕の計画的な実施

（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年12月末）/東京都

図18 未充足必須７項目 の構成割合（未充足数別）
※

※ 管理不全を予防するための必須事項である７項目

（％）

※

※ 管理不全を予防するための必須事項である次の七つの項目（管理組合の有無、管理者等の有無、管理規約
の有無、年１回以上の総会開催の有無、管理費の有無、修繕積立金の有無、修繕の計画的な実施（大規模な
修繕工事）の有無）のいずれかが「ない」又は「いない」となっている状況

（未充足数）
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8.5%

5,484棟; 全部委託

1,557棟; 一部委託
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図17 管理不全の兆候 の有無（管理方式別）
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（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年12月末）/東京都

図18 未充足必須７項目 の構成割合（未充足数別）
※

※ 管理不全を予防するための必須事項である７項目

（％）

※

※ 管理不全を予防するための必須事項である次の七つの項目（管理組合の有無、管理者等の有無、管理規約
の有無、年１回以上の総会開催の有無、管理費の有無、修繕積立金の有無、修繕の計画的な実施（大規模な
修繕工事）の有無）のいずれかが「ない」又は「いない」となっている状況
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図19 長期修繕計画の作成状況

（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年12月末）/東京都

図20 滞納対応ルールの有無

図21 区分所有者名簿の有無 図22 設計図書の有無
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図19 長期修繕計画の作成状況

（資料）管理状況届出制度の集計データ（令和３(2021)年12月末）/東京都
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図23 修繕履歴の有無

図24 ㎡当たりの月額修繕積立金
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図27 地域コミュニティの形成等の取組

図28 連絡窓口の属性
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※ 例：町会・自治会との共催事業・協力連携イベント（祭り・運動会・防災訓令・清掃活動等）
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還元率：従前の専有面積に対して、従後負担なく取得できる専有面積の割合

（資料）平成25(2013)年度、令和2(2020)年度の東京都の調査による

図32 建替え事例の分析
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図32 建替え事例の分析
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別　記

第１号様式（第４条及び第５条関係）

（表面）

□更新

　　年　　　月　　　日

東　京　都　知　事　殿

届出者

マンション管理組合
氏　名

ママンンシショョンンのの概概要要
〒 ―

フリガナ

□団地管理組合である ⇒⇒※※団団地地管管理理組組合合ででああるる場場合合：： 全 棟
（（管管理理のの形形態態））

□　棟別管理組合が中心となり、管理を行っている
□　団地管理組合が中心となり、管理を行っている
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□団地管理組合でない

全 戸 ※団地管理組合の場合は、各棟の戸数を記載してください。

階

（（西西暦暦）） 年 月 日

□　所有権　　 　　　 □　借地権　　　　□　定期借地権　　　□　その他（　　　　　　　）

□　なし　　　　　　　□　店舗　　　　　　 □　事務所　　　　  　□　その他（　　　　　　　）

□　全部委託　　　□　一部委託　　　□　自主管理　　　   □　その他（　　　　　　　）

※「全部委託」又は「一部委託」の場合は記載してください。

フリガナ

〒　　　－ 電話　　　　　　（　　　　　　　　）

管管理理不不全全をを予予防防すするるたためめのの必必須須事事項項
□　ある □　ない

□　いる □　いない

□　ある □　ない 年

年年１１回回以以上上のの開開催催 □　ある □　ない

議議事事録録 □　ある □　ない

□　ある □　ない

□　ある □　ない 円/㎡（月当たり）

（日本産業規格Ａ列４番）

　東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第15条第１項、第３項及び第４項並びに
第16条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

受　付　番　号

所所在在地地
（（住住居居表表示示））

土土地地のの権権利利

併併設設用用途途

管管理理形形態態
管管理理業業者者名名

（（支支店店名名ままでで記記入入））

管管理理組組合合のの形形態態

戸戸　　　　数数

階階　　　　数数

新新築築年年月月日日

□新規

年

最最終終改改正正年年　　（（西西暦暦））

㎡㎡当当たたりり月月額額

直直近近実実施施年年　　（（西西暦暦））

ママンンシショョンン管管理理状状況況届届出出書書

管管理理費費

修修繕繕積積立立金金

修修繕繕のの計計画画的的なな実実施施
（（大大規規模模なな修修繕繕工工事事））

□　ある □　ない

住住　　所所

管管理理組組合合

管管理理者者等等

管管理理規規約約

総総会会開開催催

ママンンシショョンン名名

【記入上の注意点】
１ 団地管理組合が届出を行う場合は、「記入の手引」を参照してください。

各棟の記載事項について、下線を付けた項目以外の内容が同一である場合は、各棟別に下線を付けた項目を御回

答いただき、それ以外の項目は基となる１枚にのみ記載していただくことで、届出を受理します。

２ 太枠内は、必須で回答が必要な項目です。
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（裏面）

適適正正なな維維持持管管理理にに関関すするる事事項項

□　ある □　ない 最最新新作作成成年年 （（西西暦暦）） 年

年間 【【　　（（西西暦暦））　　　　　　　　　　　年度　～　　　　　　年度】】

□　ある □　ない □　ある □　ない

【【割割合合】】 □0%　□～5%　□～10%　□～15%　□～20%　□20%超　□不明 【【戸戸数数】】 戸

【【割割合合】】 □0%　□～5%　□～10%　□～20%　□20%超　□不明 【【戸戸数数】】 戸

※1981年5月31日以前に建築確認を受けたマンションである場合のみ回答してください。

 □ 実施済 ⇒⇒※※実実施施済済のの場場合合：：  □ 耐震性あり □耐震性なし

 □ 未実施

 □ 実施済  □ 未実施

□　ある □　ない □　ある □　ない

ママンンシショョンンのの社社会会的的機機能能のの向向上上にに資資すするる取取組組にに関関すするる事事項項

自主防災組織 □　ある □　ない

防災マニュアル □　ある □　ない

防災用品の備蓄 □　ある □　ない

避難行動要支援者名簿 □　ある □　ない

防災訓練の定期的な実施 □　ある □　ない

エントランスのバリアフリー化（スロープの設置など） □　ある □　ない

共用廊下等への手すりの設置 □　ある □　ない

エレベーターの設置 □　ある □　ない

共用部分のLED化 □　ある □　ない

開口部の遮熱性能の向上（二重窓・外断熱等） □　ある □　ない

電気自動車等用充電設備の設置等 □　ある □　ない

□　ある □　ない

例：町会・自治会との共催事業・協力連携イベント（祭り・運動会・防災訓練・清掃活動等）

連連絡絡先先

　□管理組合理事長　□区分所有者等　□マンション管理業者

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒　　　－ 電話　　　　　　（　　　　　　　　）

フリガナ

※行政からのオンラインによるお知らせ等を希望する場合は、メールアドレスを記入してください。

【受付欄】

　　　　年　　　月　　　日

メメーールル
アアドドレレスス

設設計計図図書書

長長期期修修繕繕計計画画
計計画画期期間間

滞滞納納対対応応にに
関関すするるルルーールル

空空きき住住戸戸

賃賃貸貸化化住住戸戸

修修繕繕履履歴歴

区区分分所所有有者者等等
名名簿簿等等

（日本産業規格Ａ列４番）

備考

受　付

担当者

耐耐震震化化のの状状況況 耐耐震震診診断断

耐耐震震改改修修

防防災災へへのの取取組組

ババリリアアフフリリーー化化・・
環環境境へへのの取取組組

又又はは実実施施

地地域域ココミミュュニニテティィ
のの形形成成等等のの取取組組

連連絡絡窓窓口口

属属　　性性

住住　　所所

氏氏　　名名

【留意事項】

１ 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例（平成31年東京都条例第30号）第３条第２項では、

条例の施行及びマンションの適正な管理の促進を図るための施策の実施に当たって、特別区及び市町村（以下

「区市町村」という。）が行う施策に対し、都は必要な支援を行うものとしています。

区市町村と緊密に連携し、情報の共有を図るとともに必要な支援を行うため、本届出内容は、同条第３項に

定めるデータベースに記録するとともに、都と区市町村とで共有させていただきます。

２ 御回答いただいた内容は、条例の施行のほか、マンションの建替えや耐震化の促進に関する施策の実施に当

たっての基礎資料及び連絡先として利用する場合がありますが、行政目的以外に利用することはありません。
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第２号様式（第４条及び第５条関係）

（表面）

ママンンシショョンン管管理理状状況況届届出出事事項項変変更更等等届届出出書書

□新規届出からの変更 □更新届出からの変更

　　年　　　月　　　日
東　京　都　知　事　殿

届出者

マンション管理組合
氏　名

変変更更理理由由
□変更 □建物の滅失その他の事由

□ 建物を除却したため □　区分所有建物ではなくなったため □　その他（　　　　　　　　）

ママンンシショョンンのの概概要要
〒 ―

フリガナ

□団地管理組合である ⇒⇒※※団団地地管管理理組組合合ででああるる場場合合：： 全 棟
（（管管理理のの形形態態））

□　棟別管理組合が中心となり、管理を行っている
□　団地管理組合が中心となり、管理を行っている
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□団地管理組合でない

全 戸 ※団地管理組合の場合は、各棟の戸数を記載してください。

階

（（西西暦暦）） 年 月 日

□　所有権　　 　　　 □　借地権　　　　□　定期借地権　　　□　その他（　　　　　　　）

□　なし　　　　　　　□　店舗　　　　　　 □　事務所　　　　  　□　その他（　　　　　　　）

□　全部委託　　　□　一部委託　　　□　自主管理　　　   □　その他（　　　　　　　）
※「全部委託」又は「一部委託」の場合は記載してください。

フリガナ

〒　　　－ 電話　　　　　　（　　　　　　　　）

管管理理不不全全をを予予防防すするるたためめのの必必須須事事項項

□　ある □　ない

□　いる □　いない

□　ある □　ない 年

年年１１回回以以上上のの開開催催 □　ある □　ない

議議事事録録 □　ある □　ない

□　ある □　ない
□　ある □　ない 円/㎡（月当たり）

（日本産業規格Ａ列４番）

年

管管理理費費
修修繕繕積積立立金金 ㎡㎡当当たたりり月月額額

修修繕繕のの計計画画的的なな実実施施
（（大大規規模模なな修修繕繕工工事事））

□　ある □　ない 直直近近実実施施年年　　（（西西暦暦））

管管理理組組合合

管管理理者者等等

管管理理規規約約 最最終終改改正正年年　　（（西西暦暦））

総総会会開開催催

新新築築年年月月日日

土土地地のの権権利利

併併設設用用途途

管管理理形形態態
管管理理業業者者名名

（（支支店店名名ままでで記記入入））

住住　　所所

階階　　　　数数

受　付　番　号

　東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第15条第５項及び第16条第２項の規定に
より、下記のとおり届け出ます。

所所在在地地
（（住住居居表表示示））

ママンンシショョンン名名

管管理理組組合合のの形形態態

戸戸　　　　数数

※※変変更更ががああっったた箇箇所所ののみみ記記載載ししててくくだだささいい。。

【記入上の注意点】

１ 団地管理組合が届出を行う場合は、「記入の手引」を参照してください。

各棟の記載事項について、下線を付けた項目以外の内容が同一である場合は、各棟別に下線を付けた項目を御

回答いただき、それ以外の項目は基となる１枚にのみ記載していただくことで、届出を受理します。

２ 太枠内は、必須で回答が必要な項目です。
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（裏面）

適適正正なな維維持持管管理理にに関関すするる事事項項

□　ある □　ない 最最新新作作成成年年 （（西西暦暦）） 年

年間 【【　　（（西西暦暦））　　　　　　　　　　　年度　～　　　　　　年度】】

□　ある □　ない □　ある □　ない

【【割割合合】】 □0%　□～5%　□～10%　□～15%　□～20%　□20%超　□不明 【【戸戸数数】】 戸

【【割割合合】】 □0%　□～5%　□～10%　□～20%　□20%超　□不明 【【戸戸数数】】 戸

※1981年5月31日以前に建築確認を受けたマンションである場合のみ回答してください。

 □ 実施済 ⇒⇒※※実実施施済済のの場場合合：：  □ 耐震性あり □耐震性なし

 □ 未実施

 □ 実施済  □ 未実施

□　ある □　ない □　ある □　ない

ママンンシショョンンのの社社会会的的機機能能のの向向上上にに資資すするる取取組組にに関関すするる事事項項

自主防災組織 □　ある □　ない

防災マニュアル □　ある □　ない

防災用品の備蓄 □　ある □　ない

避難行動要支援者名簿 □　ある □　ない

防災訓練の定期的な実施 □　ある □　ない

エントランスのバリアフリー化（スロープの設置など） □　ある □　ない

共用廊下等への手すりの設置 □　ある □　ない

エレベーターの設置 □　ある □　ない

共用部分のLED化 □　ある □　ない

開口部の遮熱性能の向上（二重窓・外断熱等） □　ある □　ない

電気自動車等用充電設備の設置等 □　ある □　ない

□　ある □　ない

例：町会・自治会との共催事業・協力連携イベント（祭り・運動会・防災訓練・清掃活動等）

連連絡絡先先

　□管理組合理事長　□区分所有者等　□マンション管理業者

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒　　　－ 電話　　　　　　（　　　　　　　　）

フリガナ

※行政からのオンラインによるお知らせ等を希望する場合は、メールアドレスを記入してください。

【受付欄】

　　　　年　　　月　　　日

（日本産業規格Ａ列４番）

地地域域ココミミュュニニテティィ
のの形形成成等等のの取取組組

連連絡絡窓窓口口

属属　　性性

住住　　所所

氏氏　　名名

メメーールル
アアドドレレスス

長長期期修修繕繕計計画画
計計画画期期間間

滞滞納納対対応応にに
関関すするるルルーールル

区区分分所所有有者者等等
名名簿簿等等

備考

受　付

担当者

修修繕繕履履歴歴

空空きき住住戸戸

賃賃貸貸化化住住戸戸

耐耐震震化化のの状状況況 耐耐震震診診断断

耐耐震震改改修修

設設計計図図書書

防防災災へへのの取取組組

ババリリアアフフリリーー化化・・
環環境境へへのの取取組組

又又はは実実施施

【留意事項】

１ 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例（平成31年東京都条例第30号）第３条第２項では、

条例の施行及びマンションの適正な管理の促進を図るための施策の実施に当たって、特別区及び市町村（以下

「区市町村」という。）が行う施策に対し、都は必要な支援を行うものとしています。

区市町村と緊密に連携し、情報の共有を図るとともに必要な支援を行うため、本届出内容は、同条第３項に

定めるデータベースに記録するとともに、都と区市町村とで共有させていただきます。

２ 御回答いただいた内容は、条例の施行のほか、マンションの建替えや耐震化の促進に関する施策の実施に当

たっての基礎資料及び連絡先として利用する場合がありますが、行政目的以外に利用することはありません。

第３号様式（第６条関係） 

調査実施通知書 

 

第    号 

  年  月  日 

 

 

               殿 

 

東京都知事       □印   

 

 

 

              下記マンションについて、東京におけるマンションの適正な

管理の促進に関する条例（平成 31 年東京都条例第 30 号）第 17 条の規定により、下記のと

おり調査を実施するので通知します。 

 

記 

 

１ 対象となるマンション 

  所在地 （マンションの存する土地を表示） 

 

２ 調査の実施予定日時 

    年  月  日（  ） 午前・午後   時 から  

 

３ 調査を行う者     名 

 

４ 必要となる書類 

  

 ５ 担当・連絡先 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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第３号様式（第６条関係） 

調査実施通知書 

 

第    号 

  年  月  日 

 

 

               殿 

 

東京都知事       □印   

 

 

 

              下記マンションについて、東京におけるマンションの適正な

管理の促進に関する条例（平成 31 年東京都条例第 30 号）第 17 条の規定により、下記のと

おり調査を実施するので通知します。 

 

記 

 

１ 対象となるマンション 

  所在地 （マンションの存する土地を表示） 

 

２ 調査の実施予定日時 

    年  月  日（  ） 午前・午後   時 から  

 

３ 調査を行う者     名 

 

４ 必要となる書類 

  

 ５ 担当・連絡先 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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第４号様式（第６条関係） 

 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きさ 縦 5.5 センチメートル 

横 9.1 センチメートル 

 

（裏） 

 

 

 

     第   号 

調 査 員 証 

 

所属部署名 

職   名 

氏   名 

生 年 月 日 

 

上記の者は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第１７条

第３項の規定に基づく調査の権限を有する者であることを証明する。 

     年  月  日発行（  年  月  日まで有効） 

 

東京都知事 

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例（平成 31 年東京都条例第 30 号）（抜粋） 

 

（調査等） 

第 17 条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第 15 条第１項若しくは第３項から第５項ま

で又は前条第１項若しくは第２項の規定による届出を行ったマンションの管理組合又は区分所有者

等に対し、その管理状況について必要な報告を求め、又は当該管理組合若しくは当該区分所有者等の

協力を得て、その職員又はその委任した者（以下「職員等」という。）に、当該マンションに立ち入

り、書類その他の物件を調査させることができる。 

２ 知事は、第 15条第 1項、第３項若しくは第５項又は前条第１項若しくは第２項の規定により管理

状況に関する事項について届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がない場合

においては、当該管理組合又は区分所有者等に対し、前項の例により、報告を求め、又は職員等に調

査させることができる。 

３ 前２項の規定によりマンションに立ち入り、調査しようとする者は、規則で定めるところにより、

あらかじめ調査の実施を通知し、第１項の協力を得るための必要な要請を行うとともに、調査の実施

に際しては、身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

注意 この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
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第４号様式（第６条関係） 

 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きさ 縦 5.5 センチメートル 

横 9.1 センチメートル 

 

（裏） 

 

 

 

     第   号 

調 査 員 証 

 

所属部署名 

職   名 

氏   名 

生 年 月 日 

 

上記の者は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第１７条

第３項の規定に基づく調査の権限を有する者であることを証明する。 

     年  月  日発行（  年  月  日まで有効） 

 

東京都知事 

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例（平成 31 年東京都条例第 30 号）（抜粋） 

 

（調査等） 

第 17 条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第 15 条第１項若しくは第３項から第５項ま

で又は前条第１項若しくは第２項の規定による届出を行ったマンションの管理組合又は区分所有者

等に対し、その管理状況について必要な報告を求め、又は当該管理組合若しくは当該区分所有者等の

協力を得て、その職員又はその委任した者（以下「職員等」という。）に、当該マンションに立ち入

り、書類その他の物件を調査させることができる。 

２ 知事は、第 15条第 1項、第３項若しくは第５項又は前条第１項若しくは第２項の規定により管理

状況に関する事項について届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がない場合

においては、当該管理組合又は区分所有者等に対し、前項の例により、報告を求め、又は職員等に調

査させることができる。 

３ 前２項の規定によりマンションに立ち入り、調査しようとする者は、規則で定めるところにより、

あらかじめ調査の実施を通知し、第１項の協力を得るための必要な要請を行うとともに、調査の実施

に際しては、身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

注意 この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 







東京 マンション管理・再生促進計画
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